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夜間保育の運営状況等に関する調査研究 概要 

本調査研究では、「夜間保育の運営状況等に関する調査」を実施し、夜間保育所の運営実態を把握するとともに、

調査結果を踏まえ、認可夜間保育所の安定的な運営に向けた検討課題をまとめた。 

夜間保育の運営状況等に関する調査  
 

調査対象 
回収 
調査項目 

全国の認可夜間保育所 81 か所（悉皆） 
59 か所、うち有効回収数 58 か所、有効回収率 71.6% 
保育所の状況、保育所の 1 日の流れと職員配置、収入等の状況、運営管理や卒園後の子どもの状況等 

 
【調査結果からわかったこと】 
 認可夜間保育所の運営や 1 ⽇の業務の流れの概要 

－ 早朝延長・夜間延長保育時間を含めた 1 日当たりの開所時間数が 17 時間以下の施設が 8 割と多くを占める。 

－ 延長保育の実施状況は、「早朝延長・夜間延長保育あり」が約 5 割、「早朝延長保育のみあり」が約 4 割、「夜

間延長保育のみあり」が 1 割未満で、夜間延長保育は相対的に少ない。 

－ 実施の状況や頻度、所要時間に差があるものの、寝かしつけや 5～10 分おきの睡眠チェック等を行う「就寝」、

「夕食」、「入浴・シャワー」といった昼間の保育所ではあまり発生しない、夜間保育所で固有に発生又は負担

が相対的に増える業務がある。 

－ 夜間延長保育時間は利用児童数が少ないなかで、一定の保育士を配置している。 

－ 延長保育時間を含めた開所時間帯以外でも子どもの預かりを実施している施設がある。 

 

延⻑保育時間を含む開所時間数（平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点） 
 

 
 

 

 

1 ⽇の保育業務の流れ（24 時間、全体） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=57
平均値 最小値 最大値

(時間) (時間) (時間)

16.30 12 2454.4 22.8 14.0 8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15時間以下 15時間超17時間以下

17時間超24時間未満 24時間

(保育所数)

平均所要時間(分)

昼食 n=54 73.98 0 0 0 7 43 48 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
午睡 n=55 126.27 0 0 1 1 3 28 55 47 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
おやつ・補食 n=56 50.18 0 3 24 8 0 0 0 8 52 2 1 10 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夕食 n=56 66.25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 23 49 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯磨き n=45 23.18 0 0 0 0 0 28 8 0 2 2 2 13 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入浴・シャワー n=25 62.80 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5 1 5 16 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
就寝 n=33 249.39 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 17 33 24 22 15 10 3 2 2 2 2
会議 n=34 70.59 0 0 1 0 0 1 14 20 4 1 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
申し送り・引継ぎ n=49 30.98 2 5 4 5 3 3 13 10 1 9 10 6 12 5 10 3 3 0 0 0 0 0 0 1
帳簿（記録）の作成・記入 n=51 73.63 0 1 2 2 0 6 28 26 7 6 4 4 8 18 17 8 6 5 3 1 0 0 0 0
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 利⽤定員規模別にみた保育⼠や調理員、栄養⼠の配置状況等の概要 
－ 実配置（常勤換算）における保育士（主任保育士及び保育士）の常勤割合が 8 割弱と高い。 

－ 特に夜間延長保育時間は「すべて常勤」が 5 割を超えるなど、常勤割合が高い。 

－ 調理員もほぼすべての施設で配置されている。 

－ 栄養士の配置は 7 割弱で、「栄養管理加算」を取得しているところが多いが、配置しながら加算を取得していな

い施設もある。 

－ 平成 29 年度 1 年間の実績で、給食関連業務従事者（栄養士含む）の 1 施設当たりの平均的な延べ労働時間

は平均約 3,645 時間、人件費は平均約 608.0 万円。利用定員規模別に 1 年間の人件費をみると、利用定員 30

人以下の施設で約 502.3 万円、同 30 人超の施設で約 726.5 万円と、利用定員規模が大きい施設でより負担が

大きい。 

－ 事務職員の配置割合は 8 割弱だが、「事務職員雇上費加算」を取得していない施設がある。 

 

ある 1 ⽇における保育⼠に占める常勤の割合（開所時間帯別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 延⻑保育時間数別にみた保育業務や財政的な負担の違いの概要 
－ 1 日当たりの延長保育時間数は、国庫補助が給付される「6 時間以下」が 8 割弱と多い。 

－ 延長保育時間が 6 時間超の施設は、利用定員が大きい施設が多い。 

－ 早朝延長保育時間は相対的に利用児童数が多く、夜間延長保育時間は少ない。特に、夜間は深夜・明け方

の時間帯の利用者は減少し、早朝延長保育時間や通常保育時間と比較して、保育士 1 人当たりの利用児童

数は少ない。 

－ 夜間延長保育時間は、利用児童数が少ないなかで、配置人数も少なくはとどめているものの、一定数の保育

士を確保したうえで、運営を維持する必要があり、個々の保育士にとっては夜勤の負担増、また施設側にとっ

ては、利用料収入が少ないなかで、職員に割増賃金を含めた給与の支払いが必要となり、より多くの経費がか

かっている。 

－ 夜間保育固有にかかる経費として、深夜タクシー代、駐車場賃貸料、夜間常駐警備料、給食 2 回のうち 1 回分

の材料費等がある。 

延⻑保育時間（平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点） 
 

 

 

 

 

n=57
平均値 最小値 最大値
(時間) (時間) (時間)
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1 時間当たりの保育⼠（主任保育⼠及び保育⼠）の平均的な配置⼈数の推移（開所時間帯、利⽤定員規模別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認可夜間保育所の安定的な運営に向けた検討課題  
 

「夜間保育の運営状況等に関する調査」結果を踏まえ、認可夜間保育所の安定的な運営に向けた検討課題は以

下の通りである。 

 

 認可夜間保育所の運営や 1 ⽇の業務の流れに応じた、補助基準額設定の検討 
－ 認可夜間保育所のなかでも、開所時間数や保育内容などが異なることや、夜間の延長保育時間帯は相対的

に利用児童数が少ないときでも一定の保育士を配置する必要があり、その分保育士の人件費等の経費が負

担として生じているという実態が明らかとなった。 

－各夜間保育所の実態に合わせた補助基準額の設定を検討することが重要ではないかと示唆される。 

 

 利⽤定員規模や保育所での職員配置の実態等に応じた補助基準額設定 
－ 栄養士や事務職員を配置していながら、各種加算を取得していない場合には現在の仕組みのなかでも補助

が受けられる。施設のある自治体に確認しながら、実態に合わせて加算を得られるようにしていくことが可能で

ある。 

－ 保育士の配置については、国庫補助における考え方では、延長保育事業の補助単価は、利用定員に関わら

ず補助基準額が算定されているが、保育士の実際の配置人数や延長時間帯、特に夜間延長保育時間帯は

常勤保育士の割合が高いこと等から推察すると、実態と乖離がある可能性が示唆される。保育士の需給が逼

迫するなかで、夜間勤務のある業務ではより一層人材を確保するのが難しいことは想像に難くない。夜間保育

所の延長保育事業の補助基準額算定に当たっては、実態を踏まえた条件を考慮することが検討課題として挙

げられる。 

－ 栄養士や調理員など、給食関連業務従事者を確保している施設が多いことが明らかとなった。夜間保育所に

おいては、昼食と夕食の 2 回の食事、おやつ、補食と、栄養摂取の多くを保育所が担う現状に鑑みれば、給食

関連業務の重要性は高いと考えられる。栄養士や調理員の配置の充実や必要人員を確保できるような国庫補

助基準額設定のあり方について検討することも検討課題のひとつとして考えられる。この際、給食関連業務に

かかる労働時間や人件費は、利用定員が多い施設で負担が大きい状況に鑑み、検討の際には、利用定員を

考慮していくことも必要であると考えられる。 

 

(人)

n=44 n=12 n=20 n=10 n=2 n=51 n=14 n=24 n=11 n=2 n=28 n=7 n=13 n=6 n=2
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 延⻑保育時間数に応じた補助基準額設定の検討 
－ 1 日当たりの延長保育時間数が「6 時間以下」に集中しているのは、国庫補助の考え方が、通常保育時間 11

時間、延長保育事業区分が 6 時間までとされていることに起因している可能性がある。延長保育時間 6 時間超

の区分を設定し、適切な補助基準額を設定することにより、夜間保育所の安定的な経営と開所時間帯の延長

につながる可能性があると考えられる。 

－ 延長保育事業のなかでも特に夜間延長保育時間については、利用児童数が少ない場合においても、一定の

職員を配置している。施設の経営から考えれば、人件費負担が重くなるため必要以上に多くの職員配置をす

ることは考えにくく、安全面や業務の円滑な実施等のために必要な人員を配置しているものと推察される。こう

したことを踏まえれば、利用児童数が少なく、利用料収入が少ないなかで、深夜割増賃金や手当等を含めて

人件費が日中以上にかかっていることになる。さらに、延長保育時間数や利用児童数に応じて、必要な保育

士の配置数が増える。延長保育時間数や利用児童数に応じた国庫補助基準額のあり方を検討することが必

要ではないかと考えられる。 

－ 夜間保育所の運営においては、夜間の割増賃金等、人件費負担が多くなること以外にも、深夜・早朝の交通

手段としてタクシー代や駐車場の賃貸のほか、夜間警備に係る経費や夕食提供のための費用など、昼間の保

育所にはあまりかからない経費を見込む必要がある。このような夜間保育所で固有にかかる経費についても、

国庫補助基準額算定で考慮することが必要ではないかと考えられる。 

－ 地方単独事業に係る補助事業の収入があるかどうかで、延長保育時間数に差があるのではないかと思われた

が、実際には違いがなく、延長保育時間が「6 時間以下」、「6 時間超」ともに 8 割程度が地方単独事業に係る

補助事業収入があることがわかった。これは、そもそも全国的に夜間保育所の整備が進まないなかで、認可夜

間保育所の設置に積極的な自治体が地方単独事業に係る補助事業等を行っており、当該地域で多く整備さ

れている、あるいは夜間保育所を運営するには、現行の国庫補助基準額だけでは難しいことの裏返しである、

といった可能性もあるのではないか。認可夜間保育所の設置を国が自治体に対して促したり、国庫補助基準

額の見直しにより、認可夜間保育所を設置しやすい環境の整備に努めることも重要ではないかと考えられる。 
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第 1 章 調査研究の⽬的と⽅法 

  

第１節 調査研究の⽬的 

○ 就労形態の多様化に伴い、夜間保育所の社会的ニーズは高まっているが、足下の認可夜間保育所

数をみると、平成 30 年度において、全国 81 か所にとどまっている。 

○ また、平成 27 年度に施行された「子ども・子育て支援制度」においても、「保育の必要性」の事由とし

て、フルタイムのほか、夜間における就労等を含めたすべての就労に対応することとされ、夜間保育所

の安定的な運営が求められている。 

○ そこで、本調査研究では、全国の認可夜間保育所すべてを対象として、その運営実態を把握し、安定

的な運営に向けた今後の国庫補助のあり方を検討するための基礎資料とすることを目的に、アンケー

ト調査を実施した。 
 

第 2 節 調査研究の概要 

1. 調査研究の実施⼿順 

○ 本調査研究の目的に基づいて、図表 1-1 の手順にて調査・分析を行った。 
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図表1－1 本調査研究の実施⼿順 

STEP1 「夜間保育の運営状況等に関する調査」調査票（案）作成 

  

STEP2 

「夜間保育の運営状況等に関する調査」調査票（案）について、プレヒアリング調査を実施 

 調査票（案）が、主に①運営実態の把握という観点から、設問が的確であるかどうか、②

回答のしやすさや負担感がどの程度であるかについて、意見を聴取 
 プレヒアリング調査協力施設（9 施設）は、図表 1-2 参照 

  

STEP3 

「夜間保育の運営状況等に関する調査」調査票の作成・調査の実施 

 プレヒアリング調査でいただいたご意見を参考に、「夜間保育の運営状況等に関する調

査」調査票（案）を改定して、最終版を作成 

 平成 31 年 1 月に全国の認可夜間保育所 81 か所（悉皆）を対象に調査を実施 

 回収率を高めるため、電話による御礼兼協力依頼を実施 

      

STEP4 

集計・分析・報告書（案）の作成 

 回収した調査票のうち、疑義がある場合には、電話で疑義照会を実施し、極力エラーデ

ータを排除して、データセットを作成 
 整備したデータセットをもとに、仮説に基づき、集計・分析を実施 
 当該結果に基づき、報告書（案）を作成 

  

STEP5 

分析結果の確認ヒアリング調査の実施 

 分析結果が運営実態と乖離していないかどうかを確認するため、報告書（案）をベースに

ヒアリング調査を実施 

 確認ヒアリング調査協力施設（3 施設）は、図表 1-3 参照 

  

STEP6 最終報告書の作成 

 確認ヒアリング調査でいただいたご意見を参考に、最終報告書を作成 
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図表1－2 プレヒアリング調査協⼒施設⼀覧（調査実施⽇順） 

No 調査対象施設（経営主体） 所在地 調査⽇ 
1 エイビイシイ保育園（社会福祉法人杉の子会） 東京都新宿区 平成 30 年 11 月 16 日（金）

2 野町夜間保育園（社会福祉法人野町保育園） 石川県金沢市 平成 30 年 11 月 20 日（火）

3 夜間保育所ドリーム（社会福祉法人さがみ愛育会） 神奈川県相模原市 平成 30 年 11 月 20 日（火）

4 千代保育園（社会福祉法人あかつき会） 広島県福山市 平成 30 年 11 月 21 日（水）

5 小倉北ふれあい保育所（社会福祉法人正善寺福祉会） 福岡県北九州市 平成 30 年 11 月 22 日（木）

6 幼保連携型認定こども園豊新聖愛園（社会福祉法人路交館） 大阪府大阪市 平成 30 年 11 月 28 日（水）

7 第 2 どろんこ保育園（社会福祉法人四季の会） 福岡県福岡市 平成 30 年 11 月 29 日（木）

8 ペガサス夜間保育園（社会福祉法人山百合会） 神奈川県横浜市 平成 30 年 11 月 29 日（木）

9 玉の子夜間保育園（社会福祉法人うるま福祉会） 沖縄県那覇市 平成 30 年 12 月 4 日（火）

 

図表1－3 確認ヒアリング調査協⼒施設⼀覧（五⼗⾳順） 

No 調査対象施設（経営主体） 所在地 調査⽇・実施場所 
1 エイビイシイ保育園（社会福祉法人杉の子会） 東京都新宿区 

平成 31 年 3 月 18 日（月）

厚生労働省 
2 第 2 どろんこ保育園（社会福祉法人四季の会） 福岡県福岡市 

3 千代保育園（社会福祉法人あかつき会） 広島県福山市 
 

2. 「夜間保育の運営状況等に関する調査」実施概要 

(1) 調査対象 

○ 全国の認可夜間保育所 81 か所（悉皆） 
 

(2) 調査⽅法 

○ 郵送配布･郵送回収による｡ 

○ ただし、電子調査票（マイクロソフトエクセル形式）での回答を希望する施設に対しては、電子調査票

による送付・回収を行った。 
 

(3) 調査実施期間 

○ 平成 31 年 1 月 8 日（火）～23 日（水） 

○ ただし､調査実施期間を過ぎて回収した調査票についても集計に含めている｡ 
 

(4) 回収結果 

調査対象数 回収数 うち、有効回収数 有効回収率 
81 か所 59 か所 58 か所 71.6%

 

(5) 集計⽅法 

○ 回答が得られたもののうち､問 7 を除き無効･非該当を除いて集計している｡ 
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(6) 集計に⽤いたデータセット作成の基本的な考え⽅ 

○ 本調査研究では、回答が得られた調査票の内容で疑義がある場合、特に重要な点については電話

にて確認を行い、極力正しいデータを整備した。 

○ しかし、すべてを確認することは困難であり、また全データを統一基準で整理する必要から、主に以下

の考え方で、データセットを整備し、分析に用いている。 
 

図表1－4 データ整備の考え⽅ 
（1）利用定員について 

年齢別利用定員数（内訳）の合計と利用定員が一致していない場合は、年齢別利用定員数（内訳）のデ

ータは集計に含めていない。 

（2）各種保育業務について 

各種保育の所要時間と実施時間帯両方に回答が無い場合は、当該業務の回答を無効化している。 

（3）入浴・シャワーの実施割合について 

1 週間のうちの入浴・シャワー実施日を 1 週間の開所日数で割り、割合を算出している。 

※5 日中 2 日は 40%、6 日中 2 日は 33.3%となる。 

（4）早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外の利用児童、勤務職員の扱いについて 

早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外に利用している児童がいる、勤務している職員が

いると回答されていた場合は、原則として開所時間帯のみを集計に含めている。ただし、図表 2-25 は、

開所時間帯以外での預かり状況について集計しており、この集計でのみ開所時間帯以外のデータを用

いている。 

（5）早朝延長保育、通常保育、夜間延長保育の区分について 

早朝延長保育、通常保育、夜間延長保育の区分で利用児童数、職員数の平均を算出する際は、回答

いただいた早朝延長保育時間、通常保育時間、夜間延長保育時間を参照して整理している。 

（6）併設する保育所と区別不可な職員について 

併設する保育所と夜間保育所の職員配置数が区別不可な場合は集計に含めていない。 

（7）保育士（主任保育士及び保育士）1 人当たりの利用児童数の推移について 

各時間（区分）の利用児童数（合計）を当該時間の保育士（主任保育士及び保育士）数（合計）で割って

算出している。利用している児童はいるが、夜間保育所の保育士がいない（併設する保育所の保育士が

保育をしていると思われる）場合は集計に含まれていないため、留意する必要がある。 

（8）保育士の最低基準配置について 

年齢別利用定員数（内訳）の数を利用し、下記の計算式で算出した。 

①4・5 歳児利用定員数/30+3 歳児利用定員数/20+1・2 歳児利用定員数/6+0 歳児利用定員数/3 

 ※それぞれ小数第 2 位を切り捨てた数値を足し上げ、最終的に小数第 1 位を四捨五入している。 

②2・3 号認定利用定員数が 90 人以下なら 1 人 

上記を足し上げた数（①＋②）を最低基準配置としている。 

（9）保育士の最低基準比について 

保育士の最低基準比は、保育士の実配置数から最低基準配置を引いて算出している。 

 

  



5 
 

(7) 主な調査内容 

○ 主な調査内容は次の通りである｡ 

図表1－5 主な調査内容 
A. 保育所の状況 

問 1  経営主体並びに施設類型 

問 2  施設開設時期と夜間保育の開始時期 

問 3  通常保育・延長保育別の開所時間帯 

問 4  定員数等 

問 5  職員配置 

問 6  事務職員、栄養士の配置状況と加算の取得状況等 

問 7  夜間保育以外の子育て支援施策 

B. 保育所の 1 日の流れと職員配置 

問 8  普段の園の 1 日の流れ（時間帯別の保育業務、園児数、職員数等） 

問 9  1 か月間の延べ利用者数（早朝延長保育、通常保育、夜間延長保育別） 

C. 収入等の状況 

問 10 平成 29 年度 1 年間の事業収入（収益） 

問 11 同 1 年間における延長保育事業に係る利用者からの徴収費用 

問 12 利用者 1 人に対する、1 日当たりの食事・おやつ・補食の標準的な提供回数 

問 13 同 1 年間における給食関連業務従事者の延べ労働時間数・人件費 

問 14 各保育業務の実施状況（ミルク、おむつ交換、入浴、シャワー、歯磨き） 

問 15 夜間保育固有の経費 

D. 運営管理や卒園後の子どもの状況等 

問 16 保育士確保のための工夫 

問 17 延長保育事業における保育士の確保方法 

問 18 平成 29 年度卒園者の現在の状況 

問 19 夜間保育にかかるご意見・ご要望 
 

第３節 調査における倫理⾯への配慮 

○ アンケート調査は、調査結果を本調査の分析、取りまとめ以外に使用されないよう配慮した。また、ヒア

リング調査は、事前に、調査の趣旨とヒアリング調査の位置づけ等について調査対象者への説明を行

い、同意を得て実施した。 

○ 報告書作成に際しては、プライバシーが侵害されないように記述することに留意した。 
 

第 4 節 調査研究の体制 

○ 本調査研究は、みずほ情報総研株式会社社会政策コンサルティング部が実施した。 

○ 調査の実施に当たっては、全国夜間保育園連盟の協力を得て実施した。また、調査の設計や分析方

針の検討等においては、山田コンサルティンググループ株式会社の協力を得て実施した。 
 

第 5 節 成果の公表⽅法 

○ 本調査研究の成果（報告書）は、みずほ情報総研株式会社のホームページにおいて公開する。 

（https://www.mizuho-ir.co.jp/index.html） 
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第 2 章 夜間保育の運営実態 
 

第１節 調査回答保育所の概要 

1. 経営主体・施設類型 

○ 回答が得られた保育所の経営主体は、「社会福祉法人」が 94.8%と大半を占める。 

○ 施設類型は、「保育所」が 86.2%、「認定こども園」が 13.8%であり、設置形態1は「併設型」が 62.1%、「単

独型」が 37.9%となっている。 

○ 保育所の開設時期は、「平成 15 年 4 月以降」が 32.8%で最も多い。夜間保育を開始した時期は、保育

所の開設時期と同様に「平成 15 年 4 月以降」が 35.1%で最も多いが、認可夜間保育所となる前の「昭

和 56 年 3 月以前」も 8.8%ある。 
 

図表2－1 属性（SA） 
 

【経営主体】               【施設類型】               【設置形態】 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表2－2 施設開設・夜間保育開始時期（SA） 
 

 

 

 

  

                                                      
1 設置形態について、「単独型」は夜間保育所のみの施設、「併設型」は既存の保育所、乳児院等に併設された夜間

保育所、または既存の保育所において通常の保育と夜間保育の両方を行う施設を指す。 

n=58

都道府県
1.7% 市区町村

1.7%

社会福祉法人
94.8%

社団・財団法人
1.7%

その他
0.0%

n=58

保育所
86.2%

認定こども園
13.8%

n=58

単独型
37.9%

併設型
62.1%

①施設開設時期 n=58

②夜間保育開始時期 n=57

19.0

8.8

20.7

26.3

27.6

29.8

32.8

35.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和56年3月以前

昭和56年4月以降平成元年3月以前

平成元年4月以降平成15年3月以前

平成15年4月以降
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2. 地域・⼈⼝規模 

○ 夜間保育所の所在地域は、「近畿」が 37.9%で最も多く、次いで「関東」が 20.7%となっている。「信越」

と「四国」は 1.7%（1 施設）となっている。 

○ 公定価格算定において用いられる保育の地域区分は「10/100 地域」が 29.3%で最も多く、次いで「そ

の他の地域」が 24.1%となっている。 

○ 人口規模別にみると、「50 万人以上」が 44.8%、「20 万人以上 50 万人未満」が 41.4%となっており、人

口 20 万人以上の大都市が 85%以上を占める。 
 

図表2－3 所在地域・保育における地域区分（SA） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.地域区分は､地方厚生局の区分に従い､以下の通り分類している｡ 

   北海道･東北:北海道､青森県､岩手県､宮城県､秋田県､山形県､福島県 
   関東:茨城県､栃木県､群馬県､埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県 
   信越:新潟県､山梨県､長野県 
   東海･北陸:富山県､石川県､岐阜県､静岡県､愛知県､三重県 
   近畿:福井県､滋賀県､京都府､大阪府､兵庫県､奈良県､和歌山県 
   中国:鳥取県､島根県､岡山県､広島県､山口県 
   四国:徳島県､香川県､愛媛県､高知県 
   九州:福岡県､佐賀県､長崎県､熊本県､大分県､宮崎県､鹿児島県､沖縄県 

   2.保育の地域区分は、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保
育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」（内
閣府告示第 57 号、平成 30 年 3 月 30 日）に従い区分している。 

 

図表2－4 ⼈⼝規模（SA） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）総務省統計局「国勢調査」（平成 27 年）より、平成 27 年 10 月 1 日現在の人口に基づき分類している。 

  

保育の地域区分
n=58

5.2 13.8
5.2

3.4 29.3 5.2 13.8 24.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20/100地域 16/100地域 15/100地域

12/100地域 10/100地域 6/100地域

3/100地域 その他の地域

n=58

3.4
5.2

5.2
41.4 44.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5万人未満 5万人以上10万人未満

10万人以上20万人未満 20万人以上50万人未満

50万人以上

所在地域

n=58

6.9 20.7
1.7

10.3 37.9 8.6

1.7

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北海道・東北 関東 信越

東海・北陸 近畿 中国

四国 九州
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3. 利⽤定員規模 

○ 平成 30 年 12 月 1 日時点における 1 施設当たりの利用定員の規模は、平均 37.75 人、最頻値 30 人と

なっている。最も少ない施設は 20 人、最も多い施設は 88 人となっている。 

○ 年齢別利用定員の総数をみると、1 号認定は認定こども園のみとなるため全体に少ないが、2 号認定

の「4・5 歳児」及び 3 号認定の「1・2 歳児」の利用定員が、平均で 12 人程度と多い。 
 

図表2－5 利⽤定員規模（平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別利⽤定員（平成 30 年 12 ⽉１⽇時点）】 
 平均 最⼩値 最⼤値 

利⽤定員（総数、n=55） 37.75 人 20 人 88 人

年齢別 
利⽤定員 
（n=43） 

1 号認定 
4・5 歳児 1.26 人 0 人 12 人

3 歳児 0.65 人 0 人 7 人

2 号認定 
4・5 歳児 12.70 人 0 人 30 人

3 歳児 6.37 人 0 人 15 人

3 号認定 
1・2 歳児 12.77 人 6 人 29 人

0 歳児 4.67 人 1 人 15 人

（注）1.年齢別利用定員数について回答が得られているもののみを集計対象としている。上のグラフは、利用定員の総
数のみ回答が得られているものを含めて集計しているため、年齢別利用定員の合計と利用定員（総数）は一致
していない。 

2.小数点第 3 位を四捨五入して平均値を算出している。 
  

n=55
平均値 最頻値 最小値 最大値

(人) (人) (人) (人)

37.75 30 20 8829.1 47.3 20.0 3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満 30人以上50人未満

50人以上80人未満 80人以上
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4. 夜間保育以外の⼦育て⽀援策の実施状況 

○ 夜間保育以外の子育て支援策は、「一時預かり事業」が 48.3%で最も多く、「地域子育て支援拠点事

業」が 19.0%、「放課後児童クラブ」が 17.2%で続いている。なお、「いずれも未実施」が 29.3%ある。 
 

図表2－6 夜間保育以外の⼦育て⽀援策の実施状況（MA） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）各種子育て支援策のいずれも選択していない場合、「いずれも未実施」に分類して集計している（SA）。 
 

（「その他」の具体的な内容） 

園庭開放、絵本貸し出し、放課後児童クラブではない自主事業としての深夜 2 時までの学童保育事業等 

 

n=58

ショートステイ

一時預かり事業

病児・病後児保育事業

ファミリー・サポートセンター事業

地域子育て支援拠点事業

放課後児童クラブ

その他

いずれも未実施

1.7

48.3

3.4

0.0

19.0

17.2

24.1

29.3

0% 50% 100%
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第２節 夜間保育所における 1 ⽇の流れ 
 

○ 本節では、夜間保育所における 1 日の流れがどのようになっているのか実態を把握する。 
 

【ポイント】 

◆ 早朝延⻑･夜間延⻑保育時間を含めた 1 ⽇当たりの開所時間数が 17 時間以下の施設が約 8 割。
24 時間保育を実施しているのは 1 割未満。 

◆ 延⻑保育の実施割合は、「早朝延⻑・夜間延⻑保育あり」が約 5 割、「早朝延⻑保育のみあり」が約 4
割、「夜間延⻑保育のみあり」が 1 割未満。 

◆ 早朝延⻑保育開始時間は「7 時以降 8 時前」が、夜間延⻑保育終了時間は「25 時以降」が多い。 
◆ 「就寝」2、「⼣⾷」、「⼊浴・シャワー」など、昼間の保育所ではあまり多く発⽣しない、夜間保育所で固有

に発⽣する、⼜は負担が相対的に増える業務がある。利⽤定員規模による違いをみると、利⽤定員が
多い施設では特に「⼊浴・シャワー」にかかる時間が相対的に⻑い。ただし、施設により、「⼊浴・シャワー」
は、毎⽇実施している施設もあれば、週の半分以下や夏期のみ実施している場合など、施設による差が
⼤きい業務であり、施設ごとにその負担感は異なる。 

◆ 複数の業務が集中する時間帯は 19 時台以降で、「⼣⾷」、「⼊浴・シャワー」、「就寝」が少しずつ重な
りながら、並⾏して⾏われている。 

◆ 1 施設当たりの平均的な利⽤児童数を時間帯別にみると、⽇中の時間帯が多いが、7 時台から 10 時
台の早朝延⻑保育に当たることが多い時間帯も総じて利⽤児童数が多い。夜間延⻑保育時間となる
22 時以降は少なく、深夜 3 時台以降は 1 ⼈程度で推移。ただし、通常保育開始時間帯別にみると、
12 時以降の保育所が少ないものの、児童の利⽤時間帯が遅い時間に後ろ倒れとなっており、明け⽅ま
で利⽤する児童が相対的に多い様⼦がうかがえる。 

◆ 夜間延⻑保育時間は配置している保育⼠数も減るものの、保育⼠ 1 ⼈当たりの利⽤児童数は、早朝
延⻑保育 6.59 ⼈、通常保育 4.85 ⼈に対して、夜間延⻑保育 1.93 ⼈と⾮常に少ない。 

◆ 早朝延⻑・夜間延⻑保育時間を含む開所時間帯以外で児童を預かっている施設もあり、その分の業務
負担、⼈件費負担も⽣じている。 

 

1. 開所時間帯 

○ 通常保育は、開所時間「11 時以降 12 時前」、閉所時間「22 時以降 23 時前」がそれぞれ 84.2％と、当

該時間帯に集中している。 

○ 延長保育の実施割合は、「早朝延長・夜間延長保育あり」が 50.9％、「早朝延長保育のみあり」が

42.1%、「夜間延長保育のみあり」が 7.0%で、いずれの延長もしていない施設はない。 

○ さらに、早朝延長保育、夜間延長保育を実施している施設における、それぞれの開始又は終了時間

及び延長保育時間数をみる。早朝延長保育の開始時間は「午前 7 時以降 8 時前」が 60.4%で最も多

く、早朝延長保育時間数は 1 日当たり「2 時間超 4 時間以下」が 77.4%と多くを占める。夜間延長保育

の終了時間は、「25 時以降」が 54.5%で最も多く、「24 時以降 25 時前」が 30.3%と、24 時以降に終了

する施設が 8 割以上となっている。また、夜間延長保育時間数は 1 日当たり「2 時間超 4 時間以下」が

42.4%となっている。 

                                                      
2 「午睡」や「就寝」等の睡眠時間中、保育士は寝かしつけや 5～10 分おきの睡眠チェック等を行っている。 
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○ 早朝延長・夜間延長保育をあわせた 1 日当たりの延長保育時間数は、「6 時間以下」が 77.2%と多くを

占めている。通常保育開所時間（11 時間）を含め、1 日当たりの保育時間数は「15 時間以下」が 54.4%

と半数以上を占めるほか、「15 時間超 17 時間以下」が 22.8%となっており、国庫補助給付が支給され

る 17 時間以下を開所時間としている割合が 77.2%と 8 割近くを占める。なお、24 時間保育を実施して

いるのは、8.8%（5 か所）となっている。 

 

図表2－7 開所時間帯（平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点） 

【延⻑保育実施状況】 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
【延⻑保育時間を含む開所時間数】 
 

 

 

 

 

 

 

 

【延⻑保育時間数】 
 

 

 

 

 

 

 

  

n=57
平均値 最小値 最大値
(時間) (時間) (時間)

5.30 1 1377.2 22.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6時間以下 6時間超

n=57

延長保育なし
0.0%

早朝延長・夜間

延長保育あり
50.9%

早朝延長保育

のみあり
42.1%

夜間延長保育

のみあり
7.0%

n=57
平均値 最小値 最大値

(時間) (時間) (時間)

16.30 12 2454.4 22.8 14.0 8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15時間以下 15時間超17時間以下

17時間超24時間未満 24時間
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【通常保育】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【早朝延⻑保育】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

通常保育開始時間

n=57
平均値 最小値 最大値

(時) (時) (時)

10:59 8 1410.5 84.2 5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11時前 11時以降12時前 12時以降

通常保育終了時間

n=57
平均値 最小値 最大値

(時) (時) (時)

21:59 19 2510.5 84.2 5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

22時前 22時以降23時前 23時以降

早朝延長保育開始時間

n=53
平均値 最小値 最大値

(時) (時) (時)

7:38 5 133.8 60.4 35.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7時前 7時以降8時前 8時以降

早朝延長保育終了時間

n=53
平均値 最小値 最大値

(時) (時) (時)

11:04 9 149.4 84.9 5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11時前 11時以降12時前 12時以降

早朝延長保育時間

n=53
平均値 最小値 最大値

(時間) (時間) (時間)

3.42 1 617.0 77.4 5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2時間以下 2時間超4時間以下 4時間超
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【夜間延⻑保育】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表2－8 開所時間に対する主な意⾒ 
○ 夜間だけ預かる保育園と間違った認識を持たれている。通常の園が 19 時までで、その後も開いている保育園と世の中に

理解してほしい。 

○ 市内の認可園が 19:00 までの開園のため、通勤などで利用する方もいるが、朝早い保育の希望もあり対応しきれていな

い。 

○ 保育園が決める既成の時間に利用者が合わせるのではなく、個人に最適化した保育時間を提供する。家族の経済的自

立のためにも多くの人が必要としている。 

 

  

夜間延長保育開始時間

n=33
平均値 最小値 最大値

(時) (時) (時)

21:53 19 2515.2 78.8 6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

22時前 22時以降23時前 23時以降

夜間延長保育終了時間

n=33
平均値 最小値 最大値

(時) (時) (時)

25:34 22 3315.2 30.3 54.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24時前 24時以降25時前 25時以降

夜間延長保育時間

n=33
平均値 最小値 最大値

(時間) (時間) (時間)

3.67 1 1139.4 42.4 18.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2時間以下 2時間超4時間以下 4時間超
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2. 各種保育業務の 1 ⽇当たりの所要時間と実施時間帯 

(1) 各種保育業務の実施状況と 1 ⽇当たりの所要時間 

○ 誕生日会やお遊戯会等のイベントがない、任意の 1 日を施設側で選定し、普段の園の 1 日の業務に

かかる時間（準備・片付を含む）や業務の流れについて、回答を得た。 

○ まず、各種保育業務をその 1 日に実施したかどうかをみると、「午睡」、「おやつ・補食」、「夕食」はすべ

ての施設で行われている。一方で、「入浴・シャワー」は 55.6%でほぼ半数であった。 

○ さらに、それぞれの業務を実施している施設において、1 日で費やした所要時間をみると、全体平均で

654.92 分（約 10 時間 55 分）となっている。少なくとも 1 人以上の職員が当該業務に従事した時間であ

り、投入人数を考慮した総従事時間ではないこと、また複数の業務が重なって実施されていることなど

解釈に当たっては留意が必要であるが、延長時間を含む平均開所時間数 16.3 時間（16 時間 18 分）

のうち 67.0%を、これらの業務に費やしていることがわかる。 

○ 具体的にどのような業務に主に費やしているかをみると、「就寝」や「午睡」など睡眠に関わる業務が多

い。睡眠時に主に発生する業務としては、寝かしつけや 5～10 分ごとの睡眠チェック等がある。このほ

か、60 分以上費やしている業務は、時間の長いものから、「帳簿（記録）」（75.00 分）、「昼食」（74.80 分）、

「会議」（70.00 分）、「夕食」（67.17 分）、「入浴・シャワー」（62.80 分）となっている。 

○ 「就寝」はもちろんのこと、「夕食」や「入浴・シャワー」も、昼間の保育所では、あまり多く発生しない、あ

るいは発生しない業務であり、夜間保育所で固有に発生する業務であると考えられる。また、「おや

つ・補食」にも 51.32 分かかっており、「昼食」や「夕食」とあわせると、食事等栄養に関わる業務に 1 日

当たり 193.29 分（約 3 時間 13 分）を要しており、当該業務にかかる時間も長い。 

○ ここで、利用定員規模により、所要時間に違いがあるかをみるため、利用定員規模 30 人以下と同 30

人超で所要時間の差をみると、1 日当たり 20 分以上差がある（利用定員 30 人超の施設で長い）業務

は「就寝」（60 分）、「入浴・シャワー」（31 分）、「午睡」（21 分）となっている。就寝時間は、開所時間数

により変動するものであるため一概には規模による差とは言えないが、規模の大きい保育所では、人

数が増える分「入浴・シャワー」にかかる業務負担は少なくとも増大すると考えられる。 
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図表2－9 各種保育業務（準備・⽚付を含む）の実施状況と 1 ⽇当たりの所要時間（利⽤定員規模別） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.集計対象数（n 数）は、利用定員について回答が得られており、図表 1-4（2）の通りデータ整備を行った施設数

である。その為、各業務によって n 数は異なる。 
2.個別の保育業務を実施している割合については、記載された 1 日に実施していた施設の割合や時間である。

当該日に実施していない場合には含まれないため、この数字だけを持って、その業務がまったく行われていな
いということではないことに留意が必要である。 

  

昼食 n=53

午睡 n=52

おやつ・捕食 n=53

夕食 n=53

歯磨き n=49

入浴・シャワー n=45

就寝 n=45

会議 n=49

申し送り・引継ぎ n=53

帳簿（記録）の作成・記入 n=51

96.2

100.0

100.0

100.0

87.8

55.6

71.1

67.3

88.7

96.1

3.8

0.0

0.0

0.0

12.2

44.4

28.9

32.7

11.3

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している 実施していない

【昼食】 【午睡】 【おやつ・補食】

最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値

全体 n=51 30 150 全体 n=52 30 300 全体 n=53 15 165

30人以下 n=23 30 135 30人以下 n=24 30 180 30人以下 n=25 15 165

30人超 n=28 30 150 30人超 n=28 50 300 30人超 n=28 20 120

【夕食】 【歯磨き】 【入浴・シャワー】

最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値

全体 n=53 30 150 全体 n=43 3 160 全体 n=25 15 120

30人以下 n=25 30 150 30人以下 n=21 3 45 30人以下 n=10 20 60

30人超 n=28 30 120 30人超 n=22 5 160 30人超 n=15 15 120

【就寝】 【会議】 【申し送り・引継ぎ】

最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値

全体 n=32 60 660 全体 n=33 30 150 全体 n=47 3 180

30人以下 n=13 60 540 30人以下 n=11 30 120 30人以下 n=22 3 90

30人超 n=19 60 660 30人超 n=22 30 150 30人超 n=25 10 180

【帳簿（記録）の作成・記入】 【所要時間合計】

最小値 最大値 最小値 最大値

全体 n=49 15 320 全体 n=53 190 1,470

30人以下 n=22 15 180 30人以下 n=25 190 1,050

30人超 n=27 15 320 30人超 n=28 310 1,470

平均値 平均値 平均値

平均値

平均値

平均値平均値

平均値平均値

平均値

平均値

74.80

72.17

76.96

0分 400分

127.79

116.25

137.68

0分 400分

51.32

50.80

51.79

0分 400分

67.17

67.00

67.32

0分 400分

23.21

17.76

28.41

0分 400分

62.80

44.50

75.00

0分 400分

247.81

212.31

272.11

0分 400分

70.00

60.00

75.00

0分 400分

31.66

27.18

35.60

0分 400分

75.00

68.41

80.37

0分 400分

654.92

549.44

749.11

0分 1,000分
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図表2－10 各保育業務の負担に対する主な意⾒ 
○ 入浴時にかかる負担は大きいものがある。保育士の配置基準の中で 0 歳～6 歳の児童の入浴に対して、保育士が安全に

関われる人数や時間についても目を向けてほしい。 

○ 給食は福祉施設にとって 1 日の中で最も重要な時間です。福祉施設の日課は、食べることを中心に組み立てられている。

夕食が夜間保育所に 2 回あるということは、「夜間」には「昼間」の普通の保育所に比べて、山場が 2 回あるということで、

「夜間」の保育士の疲労度は「昼間」の保育士より相当大きい。単に給食費の材料費が 2 倍かかるというだけでなく、人的

な消耗度も大きい。 

 

(2) 1 ⽇の保育業務の流れ 

○ 次に、1 日のなかで、それぞれの保育業務（準備・片付けを含む）がどの時間帯に多く発生しているか

を施設数ベースで集計し、夜間保育所の 1 日の流れ、動きを概観する。 

○ まず、朝 9 時台に「おやつ・補食」3の 1 回目のピークがくる。その後、11 時台から 12 時台にかけて「昼

食」があり、直後に「歯磨き」が行われている。また、昼食後の 12 時台から 14 時台にかけて「午睡」があ

る。その時間帯とほぼ重なる、13 時台から 14 時台にかけて、「会議」や「帳簿（記録）の作成・記入」が

行われている。その後、「午睡」明けの 15 時台に「おやつ・補食」があり、17 時台から 19 時台に「夕食」

がある。そして、19 時台から 20 時台にかけて、「入浴・シャワー」を行って、20 時台以降「就寝」が増え

ている。深夜 1 時以降に「就寝」が減少しているのは、開所時間が終了となるためである。 

○ また、どの時間帯に複数の業務が重なっているかという観点からみると、12 時台に「昼食」と「午睡」、

「歯磨き」が重なっており、昼食を提供しながら、歯磨きや午睡の準備を並行、あるいは連続して行っ

ていることがわかる。次に 13 時台から 14 時台の児童が「午睡」をしている間に、保育士等は「会議」や

「帳簿（記録）の作成・記入」をしている。また、19 時台からは、「夕食」、「入浴・シャワー」、「就寝」が少

しずつ重なっており、この時間帯も業務が重なりながら進められていることがわかる。 

○ なお、「午睡」、「就寝」の時間帯には、寝かしつけや 5～10 分おきの睡眠チェック等の業務があるほか、

並行して「帳簿（記録）の作成・記入」をしている場合もあるなど、保育士の業務は恒常的に発生してい

る。 
  

                                                      
3 「おやつ」とは、単純な栄養補給だけではなく楽しみを含めた食事（お菓子等含む）を指す。「補食」とは、成長や 1

回の食事量が少ないために、3 回の食事だけではとりきれないエネルギーや栄養素を補給する食事を指す。 
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図表2－11 1 ⽇の保育業務の流れ（24 時間） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.当該保育業務を行っている施設数ベースで作成している。 

2.各業務について、当該業務を行っている施設のうち 4 割以上が実施している時間帯にグレー網掛けをしてい
る。ただし、実施していない施設もあり、それらは集計対象には含まれないため、n 数は業務ごとに異なる。また、
それぞれの夜間保育所によって開所時間が異なるため、グラフの解釈には留意が必要である。 

3.ここで示している平均所要時間や施設数は、回答が得られた施設すべての平均値や施設数等の値である。図
表 2-9 では利用定員について回答が得られている施設数をベースに集計しているため、若干誤差が生じてい
る。 

(保育所数)

平均所要時間(分)

昼食 n=54 73.98 0 0 0 7 43 48 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
おやつ・補食 n=56 50.18 0 3 24 8 0 0 0 8 52 2 1 10 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夕食 n=56 66.25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 23 49 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯磨き n=45 23.18 0 0 0 0 0 28 8 0 2 2 2 13 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
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7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 24時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台

(保育所数)

平均所要時間(分)

昼食 n=54 73.98 0 0 0 7 43 48 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
午睡 n=55 126.27 0 0 1 1 3 28 55 47 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
おやつ・補食 n=56 50.18 0 3 24 8 0 0 0 8 52 2 1 10 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夕食 n=56 66.25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 23 49 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯磨き n=45 23.18 0 0 0 0 0 28 8 0 2 2 2 13 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入浴・シャワー n=25 62.80 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5 1 5 16 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
就寝 n=33 249.39 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 17 33 24 22 15 10 3 2 2 2 2
会議 n=34 70.59 0 0 1 0 0 1 14 20 4 1 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
申し送り・引継ぎ n=49 30.98 2 5 4 5 3 3 13 10 1 9 10 6 12 5 10 3 3 0 0 0 0 0 0 1
帳簿（記録）の作成・記入 n=51 73.63 0 1 2 2 0 6 28 26 7 6 4 4 8 18 17 8 6 5 3 1 0 0 0 0
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《全体》 

《内訳：食事関連（昼食、おやつ・補食、夕食、歯磨き）》

《内訳：管理業務（会議、申し送り・引継ぎ、帳簿（記録）の作成・記入）》

《内訳：その他（午睡、入浴・シャワー、就寝）》
(保育所数)

平均所要時間(分)

午睡 n=55 126.27 0 0 1 1 3 28 55 47 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入浴・シャワー n=25 62.80 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5 1 5 16 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
就寝 n=33 249.39 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 17 33 24 22 15 10 3 2 2 2 2

0
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3. 夜間保育所において固有に発⽣⼜は負担が増えることが想定される業務 

(1) 利⽤者 1 ⼈・1 ⽇当たりの⾷事・おやつ・補⾷の標準的な提供回数 

○ 前項の「2．各種保育業務の 1 日当たりの所要時間と実施時間帯」をみると、任意に選定された 1 日に

おいては、「おやつ・補食」や「夕食」はすべての保育所で実施されていた。 

○ ここでは、任意に選定された 1 日ではなく、標準的な食事等の提供回数をみる。利用者 1 人・1 日当た

りの食事提供回数は「2 回」が 89.7%で大半を占めており、一般的な昼間の保育所では昼食のみの提

供であることが多いことを考慮すれば、夜間保育所では、夕食が提供される分食事回数が多くなる。 

○ おやつや補食についても同様に 1 人・1 日当たりの提供回数をみると、おやつは「1 回」が 51.7%で最

も多く、「2 回以上」も 44.8%と多い。補食については、「0 回」が 62.1%で最も多く、「1 回」が 34.5%とな

っている。 

図表2－12 利⽤者 1 ⼈・1 ⽇当たりの⾷事・おやつ・補⾷の標準的な提供回数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

食事提供の回数

n=58
平均値 最小値 最大値

(回) (回) (回)

1.90 1 210.3 89.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1回 2回

おやつ提供の回数

n=58
平均値 最小値 最大値

(回) (回) (回)

1.45 0 33.4 51.7 44.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0回 1回 2回以上

補食提供の回数

n=58
平均値 最小値 最大値

(回) (回) (回)

0.41 0 262.1 34.5 3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0回 1回 2回
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(2) 利⽤者 1 ⼈・1 ⽇当たりの平均的なミルク提供回数とおむつ交換回数 

○ ミルクの 1 人・1 日当たりの平均的な提供回数は平均 3.23 回で、「3～4 回」の施設が多い。また、おむ

つの 1 人・1 日当たりの平均的な交換回数は平均 6.40 回で、「5～7 回」の施設が多い。 
 

図表2－13 利⽤者 1 ⼈・1 ⽇当たりの平均的なミルクの提供回数・おむつの交換回数 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）「0 歳児」、「1・2 歳児」の利用定員が 1 人以上の施設を集計対象としている。その為、年齢別利用定員が不明の

施設は除いて集計している。 
  

ミルクの提供回数

n=40
平均値 最小値 最大値

(回) (回) (回)

3.23 1 90.0 27.5 70.0 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0回 1～2回 3～4回 5回以上

おむつの交換回数

n=40
平均値 最小値 最大値

(回) (回) (回)

6.40 3 1512.5 65.0 22.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4回以下 5～7回 8回以上
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(3) 利⽤者 1 ⼈・1 ⽇当たりの平均的な⻭磨きの回数 

○ 歯磨きを実施しているのは 83.6%となっている。実施している施設における平均的な実施回数は 1.65

回となっている。 
 

図表2－14 ⻭磨きの実施状況と利⽤者 1 ⼈・1 ⽇当たりの平均的な⻭磨きの回数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

n=55

実施
83.6%

未実施
16.4%

平均値 最小値 最大値

(回) (回) (回)

n=46 1.65 1 3歯磨きの回数 45.7 54.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1回 2回以上
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(4) 夜間の⼊浴・シャワーの実施状況 

○ 夜間に入浴・シャワーの両方又は片方を実施している割合は 57.7%となっている。夏期のみ実施して

いる施設があるため、これを除いた場合、54.2％となっている。 

○ 実施している施設における頻度（夏期のみ実施を含む）をみると、入浴は、1 週間の開所日数のうち

「週の半分以下」が 45.0%、「毎日」が 40.0%と二極化している。同様に、シャワーについてみると、1 週

間の開所日数のうち「毎日」が 58.8%で多い。また、夏期のみ実施している施設を除くと、「毎日」が、入

浴で 44.4%、シャワーで 61.5%で最も多い。 

○ こうしたこともあり、前項の「2．各種保育業務の 1 日当たりの所要時間と実施時間帯」は、任意に選定さ

れた 1 日の実施割合であったが、1 週間や年間を通じてという観点では、本項で示した値が平均的な

実施状況と考えられる。 
 

図表2－15 1 週間の夜間の⼊浴・シャワーの回数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=52

n=48
入浴・シャワー実施

（夏期のみ実施除く）

入浴・シャワー実施

（夏期のみ実施含む）
57.7 42.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

54.2 45.8

実施 未実施

n=20 65.5% 20.0% 100.0%

n=17 73.5% 20.0% 100.0%

n=18 70.0% 20.0% 100.0%

n=13 72.3% 20.0% 100.0%

夏

期

の

み

実

施

含

む

夏

期

の

み

実

施

除

く

夜間の入浴の回数

夜間のシャワーの回数

夜間のシャワーの回数

夜間の入浴の回数

最大値最小値平均値

45.0 15.0 40.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35.3 5.9 58.8

38.9 16.7 44.4

38.5 0.0 61.5

週半分以下 週半分超（毎日ではない） 毎日
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4. 時間帯別にみた利⽤児童数と職員配置 

(1) 利⽤児童数 

○ 任意に選定された 1 日における、1 施設当たりの平均的な利用児童数（私的契約等による一時利用者

を除く。）の推移を 1 時間毎にみると、11 時台から 16 時台がいずれも 30 人を超えており、1 日のなか

でも最も多い時間帯となっている。1 施設当たりの平均入所児童数が 35.09 人であることから、多くの児

童がこの時間帯には施設にいる。 

○ 早朝延長保育時間帯に当たる施設が多い、朝 7 時台から 10 時台は、1 時間毎に利用児童数が増え

ているほか、夜間延長保育時間帯より総じて利用児童数が多い。夜間延長保育時間帯となる施設が

多い 22 時以降は、22 時台の 6.61 人をピークに、徐々に児童が帰宅していくことと、閉所する保育所が

増えることから、利用児童数が減り、3 時台以降は 0.60 人から 1.17 人と、1 人程度で推移している。 

○ ここで、施設の通常保育開始時間帯別に利用児童数の推移をみる。通常保育開始時間が「12 時以降」

の施設が少ないため解釈には留意が必要であるが、通常保育開始時間が「12 時以降」の施設では午

前中の利用が少なく、14 時以降に増え、その後も利用児童数の多い時間帯が続き、午前 4 時まで利

用児童数 3.00 人であるなど、全体平均と比較して、児童の利用時間帯が遅い時間帯に後ろ倒れとな

っている様子がうかがえる。 
 

図表2－16 1 施設当たりの平均的な利⽤児童数の推移（24 時間） 

【1 施設当たりの平均的な利⽤児童数の推移（24 時間）】 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

【1 施設当たりの平均的な利⽤児童数の推移（24 時間、通常保育開始時間別）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）1.利用児童数は、任意に選定された 1 日における利用児童数であり、欠席児童は含まない。また、私的契約等に

よる一時利用者は含めていない。 
    2.早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外は非該当として集計している為、早朝延長・夜間延長保

育時間を含む開所時間帯以外の利用児童数は含まれていない。 
 

(人) 平均 最小値 最大値

（人） （人） （人）

n=35 n=46 n=51 n=51 n=55 n=55 n=56 n=56 n=56 n=56 n=56 n=56 n=56 n=56 n=55 n=33 n=29 n=20 n=15 n=6 n=6 n=6 n=5 n=5

35.09 3 91

5.06

12.98

23.27

28.76 30.18 30.42 30.45 31.48 31.54 30.68
27.45

21.82

16.80

11.21
7.62 6.61 5.34 5.15
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1.17 1.00 0.60 0.60
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利用児童平均

   (人)

平均 最小値 最大値

（人） （人） （人）

5.06 12.98 23.27 28.76 30.18 30.42 30.45 31.48 31.54 30.68 27.45 21.82 16.80 11.21 7.62 6.61 5.34 5.15 3.47 3.17 1.17 1.00 0.60 0.60
(n=35) (n=46) (n=51) (n=51) (n=55) (n=55) (n=56) (n=56) (n=56) (n=56) (n=56) (n=56) (n=56) (n=56) (n=55) (n=33) (n=29) (n=20) (n=15) (n=6) (n=6) (n=6) (n=5) (n=5)
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図表2－17 利⽤児童数に対する主な意⾒ 
○ 夜間の在籍人数は一桁が続いていて、保育終了も 21:30～22:00 までのことがほとんどで、以前に比べ夜間保育の需要が

減っているように感じる。 

○ 認可保育園にも関わらず、経営が安定しない（その年度によって子どもがいない時もある）。 

 

(2) 職員配置 

○ 任意に選定された 1 日における、1 施設当たりの平均的な職種別の職員配置の推移を 1 時間毎にみ

ると、いずれの時間帯も「保育士（常勤）」が最も多く、特に 13 時台から 17 時台までは、平均で 5 人以

上の「保育士（常勤）」が勤務している。なお、図表 2-16 によると、同時間帯における 1 施設当たりの平

均的な利用児童数は、30 人前後である。 

○ 同様に、「保育士（非常勤）」の配置の推移を 1 時間毎にみると、最大でも平均 2 人以下ではあるが、9

時台から 14 時台が 1.5 人以上と相対的に多い。また、保育補助者はいずれの時間帯も配置が少ない。 

○ なお、夜間保育所での配置人数のみに限定して回答を得ているため、併設型の施設においては、時

間帯によって、昼間の職員を含めて対応しているケースもあること、併設型が 6 割を超えることから、実

際の配置数は、ここで示している人数よりも多い可能性がある。 
 

図表2－18 1 施設当たりの平均的な職員配置の推移（施設⻑・主任保育⼠・保育⼠・保育補助者、24 時間） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）1.職員の配置について、併設する保育所の職員を含めて回答しているものは除いて集計している。 
    2.早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外は非該当として集計している為、早朝延長・夜間延長保

育時間を含む開所時間帯以外の保育士数は含まれていない。 
   3.保育補助者は、資格を有していないもの。 
   4.任意に選定された 1 日における配置状況であることに留意が必要である。 
  

(人)

7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 24時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台

n=34 n=43 n=48 n=48 n=52 n=52 n=53 n=53 n=53 n=53 n=53 n=53 n=53 n=53 n=53 n=32 n=28 n=20 n=15 n=6 n=6 n=6 n=5 n=5
0.03 0.19 0.52 0.77 0.75 0.83 0.87 0.87 0.85 0.85 0.89 0.79 0.60 0.40 0.26 0.22 0.14 0.15 0.13 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
0.15 0.28 0.46 0.60 0.69 0.77 0.83 0.83 0.85 0.79 0.79 0.60 0.55 0.38 0.17 0.16 0.11 0.10 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.82 1.84 2.79 3.79 4.17 4.52 5.42 5.96 6.13 5.57 5.19 4.21 3.47 2.81 2.06 1.72 1.32 1.30 1.27 1.50 1.33 1.33 1.20 1.20
0.32 0.74 1.54 1.79 1.73 1.71 1.55 1.51 1.38 1.17 0.96 0.85 0.62 0.58 0.53 0.56 0.50 0.40 0.40 0.33 0.33 0.33 0.40 0.40
0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.08 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.32 0.35 0.35 0.23 0.23 0.23 0.17 0.19 0.19 0.32 0.51 0.51 0.38 0.28 0.21 0.13 0.14 0.20 0.20 0.33 0.17 0.17 0.20 0.20

施設長

主任保育士

保育士　常勤

保育士　非常勤

保育補助者　常勤

保育補助者　非常勤

0
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3

4

5

6

7
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○ 次に、1 施設当たりの栄養士や給食関連業務従事者等の配置の推移を 1 時間毎にみると、総じて午

前中から夕方までの日中の時間帯での勤務が多く、夕食等が終了する 20 時以降はほとんどいない。 
 

図表2－19 1 施設当たりの平均的な職員配置の推移（栄養⼠・給⾷関連業務従事者・その他、24 時間） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.職員の配置について、併設する保育所の職員を含めて回答しているものは除いて集計している。 
    2.早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外は非該当として集計している為、早朝延長・夜間延長保

育時間を含む開所時間帯以外の職員配置数数は含まれていない。 
   3.給食関連業務に従事しているものは、栄養士以外のもの。 
   4.任意に選定された 1 日における配置状況であることに留意が必要である。 
  

(人)

7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 24時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台

n=34 n=43 n=48 n=48 n=52 n=52 n=53 n=53 n=53 n=53 n=53 n=53 n=53 n=53 n=53 n=32 n=28 n=20 n=15 n=6 n=6 n=6 n=5 n=5
0.06 0.47 0.56 0.69 0.73 0.75 0.75 0.75 0.75 0.66 0.47 0.34 0.19 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.02 0.13 0.13 0.12 0.13 0.11 0.11 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 0.26 0.44 0.54 0.67 0.71 0.77 0.79 0.81 0.79 0.62 0.45 0.30 0.11 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.28 0.40 0.44 0.44 0.40 0.34 0.28 0.28 0.26 0.26 0.25 0.19 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.06 0.26 0.56 0.71 0.67 0.69 0.70 0.70 0.70 0.68 0.64 0.32 0.17 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.12 0.21 0.25 0.23 0.23 0.23 0.19 0.19 0.13 0.11 0.09 0.09 0.04 0.02 0.03 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 その他職員（看護師、事務職員等）非常勤

栄養士　常勤

栄養士　非常勤
 給食関連業務に従事しているもの　常勤

 給食関連業務に従事しているもの　非常勤

 その他職員（看護師、事務職員等）常勤

0.0
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0.3
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0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
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(3) 利⽤児童と保育⼠の配置・開所時間の関係 

○ 時間帯別に、任意に選定された 1 日における保育士（主任保育士及び保育士）1 人当たりの利用児童

数の推移をみると、朝 9 時台が最も保育士 1 人当たりの利用児童数が多く、言い換えれば、最も保育

士の配置が逼迫する時間帯であるといえる。その後は徐々に保育士（主任保育士及び保育士）1 人当

たりの利用児童数が減少、21 時台以降は 3 人を下回り、特に 3 時台以降は 1 人を切る。 

○ なお、開所時間帯別にまとめてみると、「早朝延長保育」では、保育士 1 人当たりの利用児童数が 6.59

人で最も多く、「通常保育」が同 4.85 人、「夜間延長保育」が同 1.93 人と、段階的に減少している。ま

た、それぞれの開所時間帯における保育士（主任保育士及び保育士）の平均的な配置人数は、「早

朝延長保育」が 4.42 人、「通常保育」が 6.30 人、「夜間延長保育」が 2.07 人となっている。 

○ さらに、利用定員規模別に詳細をみると、「早朝延長保育」、「通常保育」では利用定員規模が大きい

施設ほど保育士（主任保育士及び保育士）の配置が多いが、「夜間延長保育」では利用定員規模によ

る差異が少ない。夜間延長保育時間では利用児童数が少ないなかで、利用定員規模に関わらず一

定の保育士を配置していることがわかる。 
 

図表2－20 保育⼠（主任保育⼠及び保育⼠）１⼈当たりの利⽤児童数の推移（24 時間） 
 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.職員の配置について、併設する保育所の職員を含めて回答しているものは除いて集計している。 
    2.早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外は非該当として集計している為、早朝延長・夜間延長保

育時間を含む開所時間帯以外の保育士及び利用児童数は含まれていない。 
   3.任意に選定された 1 日における状況であることに留意が必要である。 
 

図表2－21 保育⼠（主任保育⼠及び保育⼠）１⼈当たりの利⽤児童数の推移（開所時間帯別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.職員の配置について、併設する保育所の職員を含めて回答しているものは除いて集計している。 
    2.開所時間帯の区分（早朝延長保育、通常保育、夜間延長保育）は、各保育所の設定時間により分類している。

このためそれぞれの区分における時間帯は、保育所により異なる。 
    3.早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外は非該当として集計している為、早朝延長・夜間延長保

育時間を含む開所時間帯以外の保育士及び利用児童数は含まれていない。 
   4.任意に選定された 1 日における状況であることに留意が必要である。  

(人)
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n=29

保育士等1人当たりに対する利用児童数（1時間当たりの平均、人）
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図表2－22 1 時間当たりの保育⼠（主任保育⼠及び保育⼠）の平均的な配置⼈数の推移（開所時間帯別） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.職員の配置について、併設する保育所の職員を含めて回答しているものは除いて集計している。 
    2.開所時間帯の区分（早朝延長保育、通常保育、夜間延長保育）は、各保育所の設定時間により分類している。

このためそれぞれの区分における時間帯は、保育所により異なる。 
    3.早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外は非該当として集計している為、早朝延長・夜間延長保

育時間を含む開所時間帯以外の保育士数は含まれていない。 
   4.任意に選定された 1 日における状況であることに留意が必要である。 
 

図表2－23 1 時間当たりの保育⼠（主任保育⼠及び保育⼠）の平均的な配置⼈数の推移（開所時間帯、利⽤定員規模別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）1.職員の配置について、併設する保育所の職員を含めて回答しているものは除いて集計している。 
    2.開所時間帯の区分（早朝延長保育、通常保育、夜間延長保育）は、各保育所の設定時間により分類している。

このためそれぞれの区分における時間帯は、保育所により異なる。 
    3.早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外は非該当として集計している為、早朝延長・夜間延長保

育時間を含む開所時間帯以外の保育士数は含まれていない。 
   4.各利用定員規模別の n 数は、早朝延長保育未実施、夜間延長保育未実施の施設がある為、開所時間帯毎に

異なる。また、本集計の「全体」は、利用定員がわかる回答のみで集計しているため、図表 2-22 とは誤差が生じ
ている。 

   5.任意に選定された 1 日における状況であることに留意が必要である。 
 
  

(人)

n=44 n=12 n=20 n=10 n=2 n=51 n=14 n=24 n=11 n=2 n=28 n=7 n=13 n=6 n=2
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4.25
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各区分の保育士等の人数（1時間当たりの平均、人）



28 
 

図表2－24 保育⼠の配置や負担に対する主な意⾒ 
○ ローテーションのシフトにしているが、日中の保育園より、ローテーションの時間が長く、体調管理も難しい。 

○ 職員配置は一般保育所と同様の計算式の為、長時間保育に係る定数以外の保育士・調理員の配置が必要である。 

○ 夜間保育所は小規模（定員）が多いと思うが、開所時間は昼間よりも長いところが多い。保育時間が長いと児童は少なくて

も必要な人員は増える。保育士の配置基準について夜間独自の配置設定や加配について検討してほしい。 

○ 利用者が夜間まで利用する中で不安や疲れが出てくる。そのため、職員を手厚く配置し不安や疲れをしっかりと受け止め

られる環境を整備、充実していくための職員の確保が昼間保育園に比べると非常に難しい。 

○ 日中の保育所より夜間は深刻な相談のニーズが多い。相談を受けられる職員及び一時保育の実施できる体制を確保でき

るようにしたい。 

○ 夜間保育園には、さまざまな環境の中から通っている子がいて、一人一人に寄り添うためにはそこで働く職員の負担（精

神的、肉体的）がかなり大きい。 

○ 長時間開所のため、保護者の養育力不足の家庭の園児も入園し、保護者支援の負担が職員に大きくかかっている。 

 

 

○ さらに、早朝延長・夜間延長保育を含む開所時間として設定している時間帯以外であっても、保護者

が迎えに来る時間が遅れる等の事情により、児童を預かるケースも実態として生じることがある。 

○ 今回、任意に選定された 1 日で、早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外の時間に児

童を預かっている施設は、7 か所（12.3％）あった。平均的な 1 日について記入を得ているため概算と

はなるが、1 週間に 6 日開所として、1 か月間に 24 日開所した場合を想定して試算すると、1 か月間に

おける開所時間帯以外での延べ保育時間数は「48 時間以内」が 42.9%で最も多いが、最大 240 時間

の時間外の保育が発生することになる。1 日当たりの平均に直すと、「1 時間以内」が 57.1%であるが、

「3 時間以上」というところもあり、差が大きい。 

○ また、早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外の時間に配置している職員数は、1 時間

当たり 2.5 人となっており、この分の人件費もかかっていることになる。 
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図表2－25 延⻑保育時間を含めた開所時間帯以外での預かりの状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1 週間 6 ⽇開所、1 か⽉間 24 ⽇間開所した場合の試算】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）任意に選定された 1 日における状況から一定の条件のもと試算しており、実数値ではないことに留意が必要であ

る。 
     
 

n=57

預かっている
12.3%

預かっていない
87.7%

開所時間帯以外の延べ保育時間（児童数×時間）×24日
n=7

平均値 最小値 最大値

(時間) (時間) (時間)

116.57 24 24042.9 28.6 28.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

48時間以内 48時間超120時間以内 120時間超

開所時間帯以外の時間帯で児童を預かっている時間数

n=7
平均値 最小値 最大値

(時間) (時間) (時間)

2.43 1 957.1 28.6 14.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1時間以内 1時間超3時間以内 3時間超

開所時間帯以外の時間帯で働いている職員数（1時間当たりの平均）

n=4 最小値 最大値

2 3

平均値

2.50

0人 3人
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第３節 利⽤定員規模別にみた職員配置・業務負担の違い 
 

○ 本節では、利用定員規模の違いにより、職員配置や業務量の負担感がどの程度異なるかを分析する。 
 

【ポイント】 

◆ 実配置（常勤換算）における保育⼠（主任保育⼠及び保育⼠）の常勤割合は、8 割弱。開所時
間帯別では、通常保育時間では「7 割以上 10 割未満」と「すべて常勤」の合計が 75.5%と、早朝延
⻑保育及び夜間延⻑保育の時間帯と⽐較して最も⾼い。また、早朝延⻑保育時間は相対的に常勤
割合が低いが、夜間延⻑保育時間は、「すべて常勤」が 55.2%と、他の時間帯と⽐較して最も⾼く、通
常保育時間の 2 倍以上。 

◆ 調理員の配置「有」が 98.2%、平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点での実配置⼈数を利⽤定員別にみると、
30 ⼈以下の施設で平均 1.77 ⼈、30 ⼈超の施設で同 2.62 ⼈。 

◆ 栄養⼠の配置状況は 66.7%。⼀部「栄養管理加算」を取得していない施設がある。 
◆ 平成 29 年度における給⾷関連業務従事者（栄養⼠含む）の 1 年間の延べ労働時間は平均約

3,645 時間、⼈件費は平均約 608.0 万円。利⽤定員規模別に 1 年間の⼈件費をみると、利⽤定
員 30 ⼈以下の施設では、約 502.3 万円、同 30 ⼈超の施設で約 726.5 万円と、利⽤定員規模が
⼤きい施設で⾼く、負担が増している。 

◆ 事務職員の配置割合が 8 割弱だが、⼀部「事務職員雇上費加算」を取得していない施設がある。 
 

1. 施設⻑の配置 

○ 施設長の実配置人数は、平均で 1.00 人、利用定員別にみても、同 30 人以下と 30 人超の施設でほと

んど変わらない。 
 

図表2－26 施設⻑の実配置（常勤換算、平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最小値 最大値

全体 n=53 0.0 1.9

30人以下 n=25 0.0 1.0

30人超 n=28 1.0 1.9

平均値

1.00

0.96

1.03

0人 5人



31 
 

2. 保育⼠の配置 

○ 次に、年齢別利用定員が把握できた施設について、保育士の最低基準配置を算出したところ、算出

対象となった 42 施設における、最低限必要な平均保育士数は 5.50 人となっている。分布でみると、「5

人以上 8 人未満」が 61.9％で多い。 

○ 翻って、主任保育士と保育士を合わせた保育士（常勤・非常勤）全体での実配置人数4をみると、平均

で 11.94 人（うち、常勤 9.07 人、非常勤 2.86 人）となっており、平均して最低基準配置の 2 倍以上の保

育士を配置している。ただし、本実配置人数は当該施設に勤務する保育士総数であり、勤務時間を

考慮していない延べの数値である。時間当たりの保育士の配置については、図表 2-18 で見たとおりで

あり、最も保育士（主任保育士、保育士（常勤・非常勤）を多く配置しているのが、15 時台で約 8 人程

度となっている。この配置を見る限りは、年齢別利用児童数内訳にもよるが、おおむね基準配置どおり

か上回る程度ではないかと推察される。 

○ 利用定員規模別に、保育士（常勤・非常勤）の配置人数をみると、利用定員 30 人以下の施設で平均

8.91 人、同 30 人超の施設で平均 14.20 人となっている。さらに、最低基準配置に対してどの程度多く

の人数を配置しているかをみると、前者が＋4.16 人、後者が＋7.69 人となっている。 

○ 実配置人数をもとに、保育士に占める常勤保育士割合を算出すると 76.7%となっている。施設ごとの常

勤割合の分布をみると、「7 割以上 10 割未満」が 49.1%で最も多く、次いで「5 割以上 7 割未満」が

24.6%、「すべて常勤」が 15.8%となっている。 
 

図表2－27 保育⼠の最低基準配置と実配置（常勤換算、平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点）との⽐較 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）ここでの実配置（常勤換算）は当該施設に勤務する保育士の総数である。時間当たりの配置を示すものではない

ことに留意が必要である。 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
4 非常勤については常勤換算している。以下も非常勤はすべて常勤換算した値を示している。 

平均値 最小値 最大値

(人) (人) (人)

最低基準配置 n=42 5.50 3.0 13.0

実配置
（常勤換算、平成30年12月1日時点）

n=56 11.94 3.0 36.08.9 17.9 17.9 32.1 12.5 10.7

5人未満 5人以上8人未満

8人以上10人未満 10人以上15人未満

15人以上20人未満 20人以上

28.6 61.9 9.5

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【実配置（利⽤定員別、平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【最低基準配置対⽐（利⽤定員別、平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.最低基準による保育士の配置は以下の通り算出している。 
    保育士の最低基準配置数＝配置基準上保育士数〔｛4 歳以上児数×1/30（小数点第 1 位まで計算（小数点第

2 位以下切り捨て））｝＋｛3 歳児数×1/20（同）｝＋｛1、2 歳児数×1/6（同）｝＋｛乳児数（0 歳児）×1/3（同）｝（小
数点以下四捨五入）〕＋｛利用定員（2 号・3 号認定）<＝90 人の場合、+1｝ 

   2.保育士の実配置数は、回答が得られたものすべてを対象に集計しているのに対し、最低基準配置は年齢別利
用定員数が明らかでなければ算出不可であるため、n 数が異なる。このため、若干の誤差が生じている可能性
がある。 

   3.保育士の実配置数について、非常勤は常勤換算のうえ算出している。 
 

図表2－28 実配置からみた保育⼠に占める常勤保育⼠の割合の分布（平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点） 
 

 

 

n=57
平均値 最小値 最大値

76.7% 30.9% 100.0%
10.5 24.6 49.1 15.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5割未満 5割以上7割未満

7割以上10割未満 すべて常勤

平均値 最小値 最大値

(人) (人) (人)

全体 n=53 11.70 3.0 32.0

30人以下 n=25 8.91 3.0 25.0

30人超 n=28 14.20 8.9 32.0
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平均値 最小値 最大値

(人) (人) (人)

全体 n=41 6.22 1 19

30人以下 n=17 4.16 1 10

30人超 n=24 7.69 3 19

17.1

41.2

0.0

24.4

29.4

20.8
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14.6
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20.8
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3人未満 3人以上5人未満

5人以上10人未満 10人以上
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○ さらに、任意に選定された 1 日における職員配置数をもとに、通常保育時間と早朝延長・夜間延長保

育時間帯別に常勤保育士（主任保育士及び保育士）の割合を算出したところ、通常保育では、常勤

割合が「7 割以上 10 割未満」と「すべて常勤」の合計が 75.5%と、早朝延長保育及び夜間延長保育の

時間帯と比較して最も高い。また、早朝延長保育は、常勤割合「5 割未満」が他の時間帯と比較して相

対的に高く（24.4％）なっており、非常勤保育士が多い施設と、常勤割合が 7 割以上の施設で分散して

いる。一方で、夜間延長保育は、「すべて常勤」が 55.2%と、他の時間帯と比較して最も高く、通常保育

が 20.8%であるのと比較して、2 倍以上となっている。 
 

図表2－29 ある 1 ⽇における保育⼠に占める常勤の割合（開所時間帯別） 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.開所時間帯別の常勤保育士割合は、問 8 で記入された任意の 1 日における職員配置数を元に、併設する保

育所の職員を含めて回答しているものは除いて、以下の計算式により算出している。このため、日によって異な
る場合があるなど、解釈に当たっては留意が必要である。 

    常勤割合=常勤保育士数（当該開所時間帯内での 1 時間毎の延べ配置人数の和）/〔｛常勤保育士数（当該開
所時間帯内での 1 時間毎の延べ配置人数の和）＋｛非常勤保育士数（当該開所時間帯内での 1 時間毎の延
べ配置人数の和）｝〕*100 

   2.保育士は、主任保育士、保育士（常勤、非常勤）を指す。 
 

○ 昨今では、保育ニーズが増大するなかで、保育士不足が社会的な問題として取り上げられることが多

いが、なかでも夜間勤務がありうる夜間保育所では、昼間の保育所以上に保育士の確保が困難になり

やすい傾向があるのではないかと考えられる。そこで、各施設で行っている保育士の確保策をみると、

「夜間勤務手当を支給」が 81.1%で最も多く、次いで「住宅手当を支給」が 75.5%となっている。このほ

か、「夜間勤務のみの雇用区分の設定」（45.3%）や「夜間勤務のない雇用区分の設定」（43.4%）も 4 割

を超えており、働き方として、夜間勤務がない保育士、反対に夜間専従の保育士を確保するなど、

様々な工夫をしている様子がうかがえる。 

○ ここで、平成 30 年 12 月 1 日時点での、延長保育事業における保育士の確保状況をみると、早朝延長

保育は、「通常保育時間と合わせてローテーション」が 84.3%で最も多い。夜間延長保育は、早朝延長

保育と同様に、「通常保育時間と合わせてローテーション」が 69.7%で最も多いが、「延長保育専従の

保育士が勤務している」が 57.6%、「通常保育時間に勤務する職員の超過勤務にて対応」が 33.3%とな

っており、様々な方法を組み合わせている様子がうかがえる。 
 

 

 

 

 

 

早朝延長保育 n=45

通常保育 n=53

夜間延長保育 n=29

24.4

9.4

17.2

13.3

15.1

24.1

31.1

54.7

3.4

31.1

20.8

55.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5割未満 5割以上7割未満

7割以上10割未満 すべて常勤
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図表2－30 保育⼠確保のための⼯夫（MA） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1 人・1 月当たりの支給額等の具体的な内容例） 

夜間勤務手当の 1 人・1 月当たりの支給額 ・1 人・1 月当たりの支給額 5,000 円～50,000 円 

・1 回（日）当たりの支給額 1,000 円～3,000 円 

・1 時間当たりの支給額 350 円        等 

寮や借り上げ住宅の 1 人・1 月当たりの支給額 ・10,000 円～82,000 円（上限） 

・社宅等を提供し、一部自己負担    等 

住宅手当の 1 人・1 月当たりの支給額 ・10,000 円～45,000 円（上限） 

夜間勤務条件の明示 ・深夜割増賃金の明示 

・1 月当たりの夜間勤務の回数や時間帯目安の明示（●時まで

の勤務が月●～●回程度等）      等 

その他 ・自園の駐車場利用 

・駐車場代金割引 

・子育て中保育士の負担軽減（延長保育の免除等） 

・週休 3 日、深夜勤務を 1 年間固定で数人に限定（その分深

夜勤務実施年数を限定） 

・9 連休実施、地方での求人・採用活動   等 

 

  

n=53

夜間勤務手当を支給

寮や借上住宅を用意

住宅手当を支給

夜間勤務条件の明示

夜間勤務のない雇用区分の設定

夜間勤務のみの雇用区分の設定

その他

賃金水準（給与・賞与等）を地域
相場より高めに設定

39.6

81.1

18.9

75.5

28.3

43.4

45.3

18.9

0% 50% 100%
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図表2－31 延⻑保育事業における保育⼠確保⽅法（平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点、MA） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「その他」の具体的な内容例） 

・併設昼間保育園での保育又は合同保育等の連携  等 

 

図表2－32 保育⼠の確保に対する主な意⾒ 
○ 夜間保育園で働きたいという職員が少ないので、市区町村で紹介してくれる対策があるとよい。 

○ 当園には保育をする上で家庭環境に配慮が必要な子どもが半数以上おり、その多くの子が深夜遅くまでの保育を必要と

している。我々はそのような子どもたちや家庭を支援していくことに日々頑張っているつもりだが、やはり実際に現場で仕

事をしていると、深夜遅くまで保育している保育士の処遇が他の職種と比べて低く感じたり、また人材（保育士など）確保

が難しいと言われる中、ましてや深夜遅くまで勤務のある夜間保育園ではさらに保育士の確保、育成が困難に感じてい

る。特別な配慮を要する子どもや家庭をサポートする保育士、そして深夜遅くまで保育にあたる保育士が少しでも多く確

保できるよう処遇の改善を考慮してほしい。 

○ 乳幼児の生命の安全、情緒の安定、学びの機会を保障、養育者支援を行うためには専門性の高い保育者の持続可能な

職員確保が課題である。そのために、①夜間に及ぶ長時間保育へ安定的な加算、②職員の研修機会の確保、③研修の

為の代替職員加算、が必要であると考える。 

○ 保育士確保ができない。保育士不足の中、深夜までの勤務条件では人は集まらない。また、長く続けてもらうために、子

育てなど職員の状況や希望に沿う勤務体制を作るのも難しい。よりよい人材の確保、職員の処遇改善のための財源を増

やしてほしい。 

○ 朝までの保育を考えるなら、病児保育と同様に、常時子どもがいなくても経営が成り立つ方法にしないと、事業者は集まら

ない。 

○ 求人がとにかく難しい。幼稚園、保育園、幼保連携園は昼間であり、勤めやすいと思われている。また小規模園も三歳未

満児ばかりで保育の力があまりなくても出来ると考え、小規模園にも流れている。単立の夜間保育園は今時本当に来ても

らえない。職員に辞められたらどうしようかと悩む毎日である。 

○ 保育士の勤務時間が午後から夜間になるため、生活リズムが崩れがちで体調管理が難しい。そのため長期にわたっての

（5 年以上）勤務が難しい。 

○ 管理職における人員確保が難しい。長時間勤務、不定期勤務の上、長時間の開所による運営費の不足により、賃金を高

くすることができない。保育士についても同様である。 

 

  

延長保育専従の保育士が

勤務している

通常保育時間に勤務する職員の

超過勤務にて対応

その他

n=33
夜間延長保育

n=51
早朝延長保育

通常保育時間と合わせて

ローテーション
84.3

37.3

15.7

15.7

0% 50% 100%

69.7

57.6

33.3

6.1

0% 50% 100%
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3. 給⾷関連業務従事者の配置 

○ 調理員は、給食業務を委託等する場合には配置する必要はないが、施設で行う場合には、利用定員

40 人以下の場合には常勤 1 人、同 41 人～150 人の場合には常勤 2 人、同 151 人以上の場合には、

常勤 2 人と非常勤 1 人を配置することとされている。 

○ 本調査では、委託の有無は確認していないが、調理員の配置「有」が 98.2%となっており、ほぼすべて

の施設で委託をせず、施設内で給食業務を行っていることがわかる。平成 30 年 12 月 1 日時点での

実配置人数は平均 2.22 人で、利用定員別にみると、30 人以下の施設で同 1.77 人、30 人超の施設で

同 2.62 人となっている。最大配置人数をみると、基準配置を大幅に上回る人数を配置している施設も

ある。 

○ さらに、栄養士の配置状況をみると、栄養士を配置している施設は 66.7%と多い。配置人数は、「1 人」

が多いが、最大 5 人配置している施設がある。栄養士を配置している場合、「栄養管理加算」を取得す

ることができるが、「取得していない」が 2 か所（5.4%）あり、現状の公定価格基準のなかで、国庫補助

を得られるところがある。 
 

図表2－33 調理員の配置状況と実配置（常勤換算、平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点）との⽐較（利⽤定員別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

n=55

有
98.2%

無
1.8%

最小値 最大値

全体 n=49 1 7

30人以下 n=23 1 4

30人超 n=26 1.5 7

平均値

2.22

1.77

2.62

0人 5人
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図表2－34 栄養⼠の配置状況と加算の取得状況等（平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ここで、平成 29 年度における給食関連業務従事者（栄養士含む）の 1 施設当たりの平均的な労働時

間や人件費についてみる。まず、給食関連業務従事者（栄養士含む）の 1 年間の延べ労働時間は平

均約 3,645 時間、人件費は平均約 608.0 万円となっている。 

○ さらに、利用定員別に違いがあるかどうかをみると、利用定員が 30 人以下の施設では、平均で年間延

べ労働時間が約 3,019 時間、人件費が約 502.3 万円であるのに対し、利用定員が 30 人超の施設で

は、同約 4,354 時間、約 726.5 万円かかっており、施設規模により労働時間、人件費は一定の増加を

伴うものと考えられる。 
  

栄養士配置有無 栄養管理加算　取得状況

n=57 n=37

有
66.7%

無
33.3%

取得している
94.6%

取得していない
5.4%

栄養士配置人数

n=36
平均値 最小値 最大値

(人) (人) (人)

1.22 1 588.9 5.6

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1人 2人 3人以上
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図表2－35 1 施設当たりの給⾷関連業務従事者の平均労働時間数・⼈件費（平成 29 年度） 
 

 

 

 

 

  

給食関連業務従事者（栄養士含む）の延べ労働時間数
n=47

平均値 最小値 最大値
(時間) (時間) (時間)

3,645.18 189 13,59617.0 25.5 21.3 12.8 23.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2,000時間未満

2,000時間以上3,000時間未満

3,000時間以上4,000時間未満

4,000時間以上5,000時間未満

5,000時間以上

給食関連業務従事者（栄養士含む）の人件費
n=48

平均値 最小値 最大値
(円) (円) (円)

6,080,059.90 1,452,000 12,950,00012.5 27.1 35.4 14.6 10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

300万円未満

300万円以上500万円未満

500万円以上800万円未満

800万円以上1000万円未満

1,000万円以上

給食関連業務従事者（栄養士含む）の人件費/利用定員

n=46
平均値 最小値 最大値

(円) (円) (円)

177,514.84 53,873 431,66713.0 54.3 23.9 8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10万円未満 10万円以上20万円未満

20万円以上30万円未満 30万円以上

給食関連業務従事者（栄養士含む）の延べ労働時間数/利用定員

n=45
平均値 最小値 最大値

(時間) (時間) (時間)

106.84 9 453

 

6.7 44.4 31.1 15.6 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50時間未満

50時間以上100時間未満

100時間以上150時間未満

150時間以上200時間未満

200時間以上
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図表2－36 給⾷関連業務従事者の平均労働時間数・⼈件費（平成 29 年度、利⽤定員別） 
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4. 事務職員の配置 

○ 事務職員の配置は必須ではないが、配置する場合には、「事務職員雇上費加算」が取得できる。 

○ 事務職員を配置している施設は 75.4%と多く、配置している施設について、「事務職員雇上費加算」の

取得状況を聞いたところ、取得している割合が 92.9%で、3 施設（7.1%）は加算を取得していなかった。

なお、配置人数は平均 1.05 人となっている。 
 

図表2－37 事務職員の配置状況と加算の取得状況等（平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点） 
 

 

事務職員配置有無 事務職員雇上費加算　取得状況

n=57 n=42

有
75.4%

無
24.6%

取得している
92.9%

取得していない
7.1%

事務職員配置人数

n=42
平均値 最小値 最大値

(人) (人) (人)

1.05 1 295.2 4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1人 2人

給食関連業務従事者（栄養士含む）の延べ労働時間数

最小値 最大値

全体 n=45 189.3 13,596

30人以下 n=21 189.3 13,596

30人超 n=24 1,080.0 7,070

平均値

3,731.04 

3,018.69 

4,354.34 

0時間 10,000時間

給食関連業務従事者（栄養士含む）の人件費

最小値 最大値

全体 n=46 1,932,433 12,950,000

30人以下 n=22 1,932,433 12,950,000

30人超 n=24 2,963,000 12,409,613

平均値

6,192,954.22 

5,022,988.27 

7,265,423.00 

0円 10,000,000円
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第４節 延⻑保育の実施状況による保育業務や財政的負担の違い 
 

○ 本節では、延長保育の実施状況の違いによる保育業務や財政的な負担の違いをみる。 
 

【ポイント】 

◆ 1 ⽇当たりの延⻑保育時間数は、「6 時間以下」が 8 割弱。 
◆ 利⽤定員規模を⽐較すると、延⻑保育時間「6 時間以下」の施設は平均 35.05 ⼈、同「6 時間超」の

施設は平均 47.62 ⼈となっており、同「6 時間超」の施設の⽅が 10 ⼈以上利⽤定員が多い。利⽤定
員が多いこともあってか、保育⼠等の実配置も延⻑保育時間「6 時間超」でより多い。 

◆ 延⻑保育時間数が「6 時間超」の施設では、寝かしつけや睡眠チェック等「就寝」に関わる業務の時間が
相対的に⻑い。 

◆ 「第 2 節 夜間保育所の 1 ⽇の流れ」で明らかになったように、1 施設当たりの平均的な利⽤児童数を
時間帯別にみると、⽇中の時間帯が多いが、7 時台から 10 時台の早朝延⻑保育に当たることが多い時
間帯も総じて利⽤児童数が多い。夜間延⻑保育時間となる 22 時以降は少なく、深夜 1 時以降は 1
⼈を下回る。夜間延⻑保育時間は配置している保育⼠数も減るものの、保育⼠ 1 ⼈当たりの利⽤児
童数は、早朝延⻑保育 6.59 ⼈、通常保育 4.85 ⼈に対して、夜間延⻑保育 1.93 ⼈と⾮常に少な
い。つまり、夜間延⻑保育時間は、利⽤児童数が少ないなかで、配置⼈数も少なくはとどめているもの
の、⼀定数の保育⼠を確保したうえで、運営を維持する必要があり、個々の保育⼠にとっては夜勤の負
担増、また施設側にとっては、利⽤料収⼊が少ないなかで、職員に割増賃⾦を含めた給与の⽀払いが
必要となり、より多くの経費がかかっている。 

◆ 夜間保育固有にかかる経費として、深夜タクシー代、駐⾞場賃貸料、夜間常駐警備料、給⾷ 2 回のう
ち 1 回分の材料費等がある。 

 

1. 延⻑保育時間と地⽅単独事業の実施状況の関係 

○ 「第 2 節 夜間保育所における 1 日の流れ 1．開所時間帯」でみたとおり、延長保育の実施割合は、

「早朝延長・夜間延長保育あり」が 50.9％、「早朝延長保育のみあり」が 42.1%、「夜間延長保育のみあ

り」が 7.0%で、いずれの延長もしていない施設はない。 

○ また、早朝延長・夜間延長保育をあわせた 1 日当たりの延長保育時間数をみると、「6 時間以下」が

77.2%、「6 時間超」が 22.8%となっており、「6 時間以下」が 8 割近くを占める。 

○ さらに、国庫補助以外に、地方単独事業に係る補助事業の収入があるかどうかを、延長時間数別に見

たところ、「6 時間以下」で 79.4%、「6 時間超」で 80.0%が同収入を得ており、違いはみられない。 
 

図表2－38 延⻑保育時間（平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点、再掲） 
 

 

 

 

 

 

 

n=57
平均値 最小値 最大値
(時間) (時間) (時間)

5.30 1 1377.2 22.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6時間以下 6時間超
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図表2－39 地⽅単独事業に係る補助事業の有無（延⻑時間別、SA） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）平成 29 年度における事業収入のうち、「地方単独事業にかかる補助事業」が 1 円以上の施設の割合を算出して

いる。 
 

2. 延⻑保育時間数別にみた施設特性の⽐較 

(1) 利⽤定員数と職員の実配置 

○ 延長保育時間数が 6 時間以下と 6 時間超の施設別に、施設の規模や保育士の実配置を比較する。 

○ まず、利用定員規模を比較すると、延長保育時間「6 時間以下」の施設は平均 35.05 人、同「6 時間超」

の施設は平均 47.62 人となっており、「6 時間超」の施設の方が 10 人以上利用定員が多い。 

○ 次に、職種別の職員の実配置人数（平成 30 年 12 月 1 日時点、常勤・非常勤計（常勤換算））を比較

すると、施設長は延長保育時間数による差はないが、保育士は、「6 時間以下」で平均 11.27 人、「6 時

間超」で平均 14.62 人と、平均で 3 人以上配置に差がある。また、調理員は、「6 時間以下」で平均 2.08

人、「6 時間超」で平均 2.96 人と、平均で 1 人弱配置に差がある。利用定員規模の平均が「6 時間超」

の方が大きいため、最低基準配置も多いということも背景にあるが、延長保育時間が長い施設におい

て、より多くの人員が配置されている。 
 

図表2－40 利⽤定員・職員の実配置の⽐較（平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇時点（常勤換算）、延⻑時間数別） 
【利⽤定員】 
 

  

  

全体 n=44

6時間以下 n=34

6時間超 n=10

79.5

79.4

80.0

20.5

20.6

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有 無

最小値 最大値

全体 n=54 20 88

6時間以下 n=41 20 69

6時間超 n=13 20 88

平均値

38.07

35.05

47.62

0人 100人
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【職員の実配置（常勤換算）】 
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(2) 各種保育業務の所要時間と保育⼠ 1 ⼈当たりの業務負担 

○ ここでは、延長保育時間数別に、任意の 1 日における各種保育業務（準備・片付を含む）の所要時間

の違いをみると、延長保育時間「6 時間超」の施設で、同「6 時間以下」の施設より 20 分以上多く要して

いる業務は「就寝」と「申し送り・引継ぎ」であった。「就寝」は 140 分以上差があり、延長時間分がその

まま「就寝」時間となっているとみられる。その他の業務については大きな差はない。なお、前項までで

も触れているが「就寝」の時間中、保育士は寝かしつけや 5～10 分おきの睡眠チェック等を行っており、

恒常的に業務が発生している。 

○ あわせて、平均的な食事・おやつ・補食の利用者 1 人・1 日当たりの提供回数や平均的なミルクの提

供回数、平均的なおむつの交換回数を比較しても、延長時間数「6 時間超」と「6 時間以下」でほとんど

差がない。こうしたことからも、やはり保育時間が長い分の多くが「就寝」時間に当てられていることが裏

付けられる。 

○ しかしながら、それにより負担がないとは必ずしも言い切れない。「第 2 節 夜間保育所の 1 日の流れ」

で明らかになったように、1 施設当たりの平均的な利用児童数を時間帯別にみると、日中の時間帯が

多いが、7 時台～10 時台の早朝延長保育に当たることが多い時間帯も総じて利用児童数が多い。夜

間延長保育時間となる 22 時以降は少なく、深夜 1 時以降は 1 人を下回る。夜間延長保育時間は配

置している保育士数も減るものの、保育士 1 人当たりの利用児童数は、早朝延長保育 6.59 人、通常

保育 4.85 人に対して、夜間延長保育 1.93 人と非常に少ない。つまり、夜間延長保育時間は、利用児

童数が少ないなかで、配置人数も少なくはとどめているものの、一定数の保育士を確保したうえで、運

営を維持する必要があり、個々の保育士にとっては夜勤が発生する。 
  

施設長の実配置（常勤＋非常勤）

最小値 最大値

全体 n=55 0.0 1.9

6時間以下 n=43 0.0 1.9

6時間超 n=12 1.0 1.0

平均値

1.00

1.00

1.00

0人 3人

保育士の実配置（常勤＋非常勤）

最小値 最大値

全体 n=55 3 36

6時間以下 n=42 3 36

6時間超 n=13 7 32

平均値

12.06

11.27

14.62

0人 30人

調理員の実配置（常勤＋非常勤）

最小値 最大値

全体 n=51 1 7

6時間以下 n=41 1 5

6時間超 n=10 1 7

平均値

2.25

2.08

2.96

0人 5人
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図表2－41 各種保育業務（準備・⽚付を含む）の実施状況と 1 ⽇当たりの所要時間（延⻑保育時間数別） 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）集計対象数（n 数）は、延長保育時間について回答が得られており、図表 1-4（2）の通りデータ整備を行った施設

数である。その為、各業務によって n 数は異なる。 
 

図表2－42 利⽤者 1 ⼈・1 ⽇当たりの⾷事・おやつ・補⾷の標準的な提供回数（延⻑保育時間数別） 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図表2－43 利⽤者 1 ⼈・1 ⽇当たりの平均的なミルクの提供回数・おむつの交換回数（利⽤定員規模別） 
  

 

 

 

 

 

（注）「0 歳児」、「1・2 歳児」の利用定員が 1 人以上の施設を集計対象としている。その為、年齢別利用定員が不明の

施設は除いて集計している。 

【昼食】 【午睡】 【おやつ・補食】

最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値

全体 n=54 30 150 全体 n=55 30 300 全体 n=56 15 165

6時間以下 n=41 30 150 6時間以下 n=42 30 300 6時間以下 n=43 15 165

6時間超 n=13 40 120 6時間超 n=13 90 180 6時間超 n=13 20 120

【夕食】 【歯磨き】 【入浴・シャワー】

最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値

全体 n=56 30 150 全体 n=45 3 160 全体 n=25 15 120

6時間以下 n=43 30 120 6時間以下 n=32 3 160 6時間以下 n=16 20 120

6時間超 n=13 40 150 6時間超 n=13 10 60 6時間超 n=9 15 120

【就寝】 【会議】 【申し送り・引継ぎ】

最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値

全体 n=33 60 660 全体 n=34 30 150 全体 n=49 3 180

6時間以下 n=21 60 540 6時間以下 n=24 30 150 6時間以下 n=36 3 60

6時間超 n=12 120 660 6時間超 n=10 30 90 6時間超 n=13 10 180

【帳簿（記録）の作成・記入】 【所要時間合計】

最小値 最大値 最小値 最大値

全体 n=51 15 320 全体 n=56 190 1,470

6時間以下 n=38 15 320 6時間以下 n=43 190 1,470

6時間超 n=13 20 240 6時間超 n=13 475 1,445

平均値 平均値 平均値

平均値 平均値

平均値 平均値 平均値

平均値 平均値 平均値

73.98

75.12

70.38

0分 400分

126.27

126.31

126.15

0分 400分

50.18

50.70

48.46

0分 400分

66.25

61.98

80.38

0分 400分

23.18

22.75

24.23

0分 400分

62.80

60.63

66.67

0分 400分

249.39

196.19

342.50

0分 400分

70.59

75.00

60.00

0分 400分

30.98

25.64

45.77

0分 400分

73.63

68.03

90.00

0分 400分

642.43

566.42

893.85

0分 1,000分

食事提供回数

最小値 最大値

全体 n=57 1 2

6時間以下 n=44 1 2

6時間超 n=13 2 2

平均値

1.89

1.86

2.00

0回 3回

おやつ提供回数

最小値 最大値

全体 n=57 0 3

6時間以下 n=44 0 3

6時間超 n=13 0 2

平均値

1.44

1.45

1.38

0回 3回

捕食提供回数

最小値 最大値

全体 n=57 0 2

6時間以下 n=44 0 2

6時間超 n=13 0 1

平均値

0.39

0.43

0.23

0回 3回

ミルク提供回数

最小値 最大値

全体 n=40 1 9

6時間以下 n=30 2 4

6時間超 n=10 1 9

平均値

3.23

3.10

3.60

0回 5回

おむつ交換回数

最小値 最大値

全体 n=40 3 15

6時間以下 n=30 3 10

6時間超 n=10 4 15

平均値

6.40

6.17

7.10

0回 10回
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3. 延⻑保育時間数別の財政的な負担の違い 

○ 「第 2 節 夜間保育所の 1 日の流れ 4．時間帯別にみた利用児童数と職員配置」でみたように、早朝延

長保育時間帯は、利用児童数が比較的多く、保育士（主任保育士及び保育士）1 人当たりの利用児

童数も一定の水準で維持されている。しかしながら、夜間延長保育時間帯については、遅い時間にな

るほど、利用児童数が少なくなるため、保育士 1 人当たりの利用児童数が時間を追って少なくなって

いる。 

図表2－44 保育⼠（主任保育⼠及び保育⼠）１⼈当たりの利⽤児童数の推移（24 時間、再掲） 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.職員の配置について、併設する保育所の職員を含めて回答しているものは除いて集計している。 
    2.早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外は非該当として集計している為、早朝延長・夜間延長保

育時間を含む開所時間帯以外の保育士及び利用児童数は含まれていない。 
   3.任意に選定された 1 日における状況であることに留意が必要である。 
 

図表2－45 保育⼠（主任保育⼠及び保育⼠）１⼈当たりの利⽤児童数の推移（開所時間帯別、再掲） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.職員の配置について、併設する保育所の職員を含めて回答しているものは除いて集計している。 
    2.開所時間帯の区分（早朝延長保育、通常保育、夜間延長保育）は、各保育所の設定時間により分類している。

このためそれぞれの区分における時間帯は、保育所により異なる。 
    3.早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外は非該当として集計している為、早朝延長・夜間延長保

育時間を含む開所時間帯以外の保育士及び利用児童数は含まれていない。 
   4.任意に選定された 1 日における状況であることに留意が必要である。 

(人)

n=24 n=35 n=42 n=44 n=47 n=49 n=50 n=52 n=52 n=51 n=51 n=52 n=52 n=52 n=50 n=29 n=24 n=17 n=12 n=5 n=4 n=4 n=3 n=3

3.25

4.76

5.93 5.61
5.18 5.03

4.26 4.50 4.40 4.36 4.31 4.18 3.95
3.09

2.59 2.92 2.91 2.80
2.02 1.85

0.75 0.63 0.33 0.33

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 24時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台

保育士等1人当たりに対する利用児童数（平均、人）

(人)

6.59

4.85

1.93

0

2

4

6

8

10

早朝延長保育
n=45

通常保育
n=53

夜間延長保育
n=29

保育士等1人当たりに対する利用児童数（1時間当たりの平均、人）
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図表2－46 1 時間当たりの保育⼠（主任保育⼠及び保育⼠）の平均的な配置⼈数の推移（開所時間帯別、再掲） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1.職員の配置について、併設する保育所の職員を含めて回答しているものは除いて集計している。 
    2.開所時間帯の区分（早朝延長保育、通常保育、夜間延長保育）は、各保育所の設定時間により分類している。

このためそれぞれの区分における時間帯は、保育所により異なる。 
    3.早朝延長・夜間延長保育時間を含む開所時間帯以外は非該当として集計している為、早朝延長・夜間延長保

育時間を含む開所時間帯以外の保育士及び利用児童数は含まれていない。 
   4.任意に選定された 1 日における状況であることに留意が必要である。 
 

 

○ このほか、夜間保育固有にかかる経費等について調査を行ったところ、まず深夜のタクシー代につい

て、深夜 24 時以降に開所している施設の状況をみると、深夜タクシーの利用が 1 回以上ある施設が

28.6%（4 施設）あり、利用がある施設のなかでの平均的な 1 か月間の延べ利用回数は 44.00 回、平均

的な 1 か月当たりの合計金額は 75,780.00 円となっている。1 年間に換算すると、年間 528.00 回、

909,360.00 円程度かかっていることになる。また、最大月 154,000 円かかっている施設もあり、当該施設

では年間約 180 万円が深夜タクシー代としてかかっていることになる。 

○ 深夜タクシー代以外に夜間保育固有でかかっている経費について、何らかの経費がかかっているとす

る割合は 39.4%となっている。また、1 か月間の合計金額は平均で 339,820.15 円であることから、1 年間

に換算するとおおむね 400 万円程度が発生している。最も費用が多い施設で、1 か月で 300 万円であ

ることから、当該施設では、3,600 万円が深夜タクシー以外の夜間保育固有の経費として発生している

ことになる。 

○ 主な使途については、職員用の駐車場借り上げ代金や夜間常駐警備料、給食 2 回のうち 1 回分の材

料費などとされている。また、深夜勤務等の手当や割増賃金の金額を記入しているものがいくつか含

まれているが、これらの経費は、今回経費がかかっていないと回答した施設でも、発生している可能性

が高い項目であることから、先の金額は参考程度となることに留意が必要である。 

（人）

4.42

6.30

2.07

0

2

4

6

8

10

早朝延長保育
n=45

通常保育
n=53

夜間延長保育
n=29

各区分の保育士等の人数（1時間当たりの平均、人）



46 
 

 

図表2－47 深夜タクシー代の発⽣状況（24 時以降開所施設） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）深夜 24 時以降に開所している施設のみを集計対象としている。 
  

n=14

有
28.6%

無
71.4%

タクシー延べ利用回数

n=4
平均値 最小値 最大値

(回) (回) (回)

44.00 4 10025.0 0.0 25.0 50.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1回以上10回未満 10回以上20回未満

20回以上50回未満 50回以上

タクシー延べ利用料金

n=4
平均値 最小値 最大値

(円) (円) (円)

75,780.00 10,400 154,00050.0 25.0 25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1円以上5万円未満 5万円以上10万円未満

10万円以上



47 
 

図表2－48 その他の夜間保育固有の経費の発⽣状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（「その他の夜間保育固有の経費」の具体的な使途） 

駐車場賃貸料（4 件）、夜間常駐警備料、給食 2 回のうち 1 回分の材料費、深夜勤務等の手当・割増賃金（5 件）、光熱水費等

n=33

有
39.4%

無
60.6%

その他の夜間保育固有の経費

n=13
平均値 最小値 最大値

(円) (円) (円)

339,820.15 21,283 3,000,00023.1 23.1 38.5 15.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1円以上5万円未満 5万円以上10万円未満

10万円以上20万円未満 20万円以上
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第 3 章 本調査から得られた⽰唆と安定的な夜間保育の運営に向けた検討課題 
 

○ 本調査研究結果を考察し、認可夜間保育所の安定的な運営に向けた検討課題として、以下 3 点をあ

げたい。 
 

1.認可夜間保育所の運営や 1 ⽇の業務の流れの実態に応じた、補助基準額設定の検討  

 

○ 第 2 章第 2 節において、夜間保育所における 1 日の流れ等を明らかにした。その結果、 

A) 早朝延長・夜間延長保育時間を含めた 1 日当たりの開所時間数が 17 時間以下の施設が 8 割

と多くを占める 

B) 延長保育の実施状況は、「早朝延長・夜間延長保育あり」が約 5 割、「早朝延長保育のみあり」

が約 4 割、「夜間延長保育のみあり」が 1 割未満で、夜間延長保育は相対的に少ない 

C) 実施の状況や頻度、所要時間に差があるものの、寝かしつけや 5～10 分おきの睡眠チェック等

を行う「就寝」、「夕食」、「入浴・シャワー」といった昼間の保育所ではあまり発生しない、夜間保

育所で固有に発生又は負担が相対的に増える業務がある 

D) 夜間延長保育時間は利用児童数が少ないなかで、一定の保育士を配置している 

E) 延長保育時間を含めた開所時間帯以外でも子どもの預かりを実施している施設がある 

などの実態が明らかとなった。 

○ このように、認可夜間保育所のなかでも、開所時間数や保育内容などが異なることや、夜間の延長保

育時間帯は相対的に利用児童数が少ないときでも一定の保育士を配置する必要があり、その分保育

士の人件費等の経費が負担として生じていること等に鑑み、各夜間保育所の実態に合わせた補助基

準額の設定を検討することが重要ではないかと示唆される。 
 

2.利⽤定員規模や保育所での職員配置の実態等に応じた補助基準額設定の検討 

 

○ 第 2 章第 3 節において、利用定員規模別に保育士や調理員、栄養士等の配置状況等を明らかにし

た。その結果、 

A) 実配置（常勤換算）における保育士（主任保育士及び保育士）の常勤割合が 8 割弱と高い 

B) 特に夜間延長保育時間は「すべて常勤」が 5 割を超えるなど、常勤割合が高い 

C) 調理員もほぼすべての施設で配置されている 

D) 栄養士の配置は 7 割弱で、「栄養管理加算」を取得しているところが多いが、配置しながら加算

を取得していない施設もある 

E) 平成 29 年度 1 年間の実績で、給食関連業務従事者（栄養士含む）の 1 施設当たりの平均的な

延べ労働時間は平均約 3,645 時間、人件費は平均約 608.0 万円。利用定員規模別に 1 年間の

人件費をみると、利用定員 30 人以下の施設では、約 502.3 万円、同 30 人超の施設で約 726.5

万円と、利用定員規模が大きい施設でより負担が大きい 

F) 事務職員の配置割合は 8 割弱だが、「事務職員雇上費加算」を取得していない施設がある 

などの実態が明らかとなった。 

○ まず、栄養士や事務職員を配置していながら、各種加算を取得していない場合には現在の仕組みの

なかでも補助が受けられるため、施設のある自治体に確認しながら、実態に合わせて加算を得られる

ようにしていくことができる。 
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○ 次に保育士の配置については、国庫補助における考え方では、延長保育事業の補助単価は、利用

定員に関わらず補助基準額が算定されているが、保育士の実際の配置人数や延長時間帯、特に夜

間延長保育時間帯は常勤保育士の割合が高いこと等から推察すると、実態と乖離がある可能性が示

唆される。保育士の需給が逼迫するなかで、夜間勤務のある業務ではより一層人材を確保するのが難

しいことは想像に難くない。夜間保育所の延長保育事業の補助基準額算定に当たっては、実態を踏

まえた条件を考慮することが検討課題として挙げられる。 

○ さらに、栄養士や調理員など、給食関連業務従事者を確保して、良質な栄養が取れるように配慮して

いる施設が多いことが明らかとなった。夜間保育所においては、昼食と夕食の 2 回の食事、おやつ、

補食と、栄養摂取の多くを保育所が担う現状に鑑みれば、給食関連業務の重要性は高いと考えられ

る。栄養士や調理員の配置の充実や必要人員を確保できるような国庫補助基準額設定のあり方につ

いて検討することも検討課題のひとつとして考えられる。 

○ この際、給食関連業務にかかる労働時間や人件費は、利用定員が多い施設で負担が大きい状況に

鑑み、検討の際には、利用定員を考慮していくことも必要であると考えられる。 
 

3.延⻑保育時間数に応じた補助基準額設定の検討 

 

○ 第 2 章第 4 節において、延長保育時間数別に保育業務や財政的な負担の違いをみた。その結果、 

A) 1 日当たりの延長保育時間数は、国庫補助が給付される「6 時間以下」が 8 割弱と多い 

B) 延長保育時間が 6 時間超の施設は、利用定員が大きい施設が多い 

C) 早朝延長保育時間は相対的に利用児童数が多く、夜間延長保育時間は少ない。特に、夜間延

長保育は深夜・明け方の時間帯の利用者は減少し、早朝延長保育や通常保育と比較して、保

育士 1 人当たりの利用児童数は少ない 

D) 夜間延長保育時間は、利用児童数が少ないなかで、配置人数も少なくはとどめているものの、

一定数の保育士を確保したうえで、運営を維持する必要があり、個々の保育士にとっては夜勤

の負担増、また施設側にとっては、利用料収入が少ないなかで、職員に割増賃金を含めた給

与の支払いが必要となり、より多くの経費がかかっている 

E) 夜間保育固有にかかる経費として、深夜タクシー代、駐車場賃貸料、夜間常駐警備料、給食 2

回のうち 1 回分の材料費等がある 

などの実態が明らかとなった。 

○ まず、1 日当たりの延長保育時間数が「6 時間以下」に集中しているのは、国庫補助の考え方が、通常

保育時間 11 時間、延長保育事業区分が 6 時間までとされていることに起因している可能性がある。延

長保育時間 6 時間超の区分を設定し、適切な補助基準額を設定することにより、夜間保育所の安定

的な経営と開所時間帯の延長につながる可能性があると考えられる。 

○ また、延長保育事業のなかでも特に夜間延長保育時間については、利用児童数が少ない場合にお

いても、一定の職員を配置している。施設の経営から考えれば、人件費負担が重くなるため必要以上

に多くの職員配置をすることは考えにくく、安全面や業務の円滑な実施等のために必要な人員を配置

しているものと推察される。こうしたことを踏まえれば、利用児童数が少なく、利用料収入が少ないなか

で、深夜割増賃金や手当等を含めて人件費が日中以上にかかっていることになる。さらに、延長保育

時間数や利用児童数に応じて、必要な保育士の配置数が増える。こうした実態を踏まえて、延長保育

時間数や利用児童数に応じた国庫補助基準額のあり方を検討することが必要ではないかと考えられ

る。 

○ 夜間保育所の運営においては、夜間の割増賃金等、人件費負担が多くなること以外にも、深夜・早朝

の交通手段としてタクシー代や駐車場の賃貸のほか、夜間警備に係る経費や夕食提供のための費用

など、昼間の保育所にはあまりかからない経費を見込む必要がある。このような夜間保育所で固有に
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かかる経費についても、国庫補助基準額算定で考慮することが必要ではないかと考えられる。 

○ なお、地方単独事業に係る補助事業の収入があるかどうかで、延長保育時間数に差があるのではな

いかと思われたが、実際には違いがなく、延長保育時間が「6 時間以下」、「6 時間超」ともに 8 割程度

が地方単独事業に係る補助事業収入があることがわかった。これは、そもそも全国的に夜間保育所の

整備が進まないなかで、認可夜間保育所の設置に積極的な自治体が地方単独事業に係る補助事業

等を行っており、当該地域で多く整備されている、あるいは夜間保育所を運営するには、現行の国庫

補助基準額だけでは難しいことの裏返しである、といった可能性もあるのではないか。認可夜間保育

所の設置を国が自治体に対して促したり、国庫補助基準額の見直しにより、認可夜間保育所を設置し

やすい環境の整備に努めることも重要ではないかと考えられる。 
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参考資料 １.「夜間保育の運営状況等に関する調査」 調査票 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
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3歳児 人 人

3号認定
1・2歳児 人 人

0歳児 人 人

問4 貴園の平成30年12月1日時点の定員数等をご記入ください。
　　　また、30年度中に定員変更を行っている場合は、30年3月1日時点の定員数等についても
　　　あわせてご記入ください。

平成30年12月1日
平成30年3月1日

[平成30年度中に定員変更を
行っている場合のみ回答]

認可定員 人 人

利用定員 人 人

（内訳）
年齢別

利用定員数

1号認定
4・5歳児 人 人

3歳児 人 人

2号認定
4・5歳児 人 人

問3 貴園の平成30年12月1日時点の通常・延長別に開所時間帯を24時間表記にてご記入ください。

通常保育 時 分 ～ 時 分

延長保育
早朝延長 時 分 ～ 時 分

夜間延長 時 分 ～ 時 分

問2 貴園の施設開設時期と夜間保育の開始時期をご記入ください。

①施設開設時期
1.昭和
2.平成

年 月

②夜間保育開始時期
1.昭和
2.平成

年 月

⑥ 所在地 都・道・府・県 市・区・町・村

⑦ ヒアリング調査
　　ご協力可否

1.可　　　　 2.不可

Ａ．保育所の状況

問1 貴園の平成30年12月１日時点の経営主体並びに施設類型として、当てはまるものひとつを
　　　選んでください。

①経営主体 1.都道府県　2.市区町村　3.社会福祉法人　4.社団・財団法人　5.その他

②施設種類 1.保育所　　2.認定こども園

③設置形態 1.単独型　　2.併設型

ご回答者様の情報（①～⑦）をご記入ください。
ご担当者様宛に、ご回答いただいた内容についてお電話で照会させていただく場合がございます。
また、アンケート調査結果の分析にあたり確認ヒアリング調査を2月頃を目処に実施予定です。
当該ヒアリング調査へのご協力可否についてもご回答ください。
　（ご協力依頼を差し上げる場合、みずほ情報総研よりご連絡いたします）

① 貴法人名

② 貴保育所名

③ 肩書・ご担当者様名

④ E-mailアドレス ＠

⑤ 電話番号 － －

2



55 
 

  

. . . .

. . . .

. . . .

《常勤換算の計算方法》
■下記の計算式により算出（小数点以下第2位を四捨五入して、小数点第1位まで表記）してください。

なお、計算結果が「0.1」に満たない場合は「0.1」と記入してください。
■職員の勤務時間は実態に応じて、算出して下さい。事業別に従事した時間を把握することが困難である場合には、

おおよその時間で算出してください。
■なお、1週間に勤務すべき時間数が30時間未満となる施設の場合は、換算する分母は30時間としてください。

＜短時間勤務又は1週間に数回の勤務である場合＞ ＜1か月に数回の勤務である場合＞

5.地域子育て支援拠点事業 6.放課後児童クラブ

7.その他 ⇒（具体的に： ）

②栄養士
1.有
2.無

栄養管理加算
1.取得している
2.取得していない

人

問7 貴園で実施している夜間保育以外の子育て支援施策について、当てはまるものすべて
　　　 を選んでください。（複数回答可）

1.ショートステイ 2.一時預かり事業

3.病児・病後児保育事業 4.ファミリー・サポートセンター事業

実際の
職員配置

　■貴園にて実際に配置されている職員数を記入して下さい。
　■非常勤職員については、下記《常勤換算の計算方法》に基づき、常勤換算による人数を記入して
　　ください。

職員の1週間の勤務時間(の合計) 職員の1か月の勤務時間

施設が定めている1週間の勤務時間 施設が定めている1週間の勤務時間×4(週)

問6 平成30年12月1日時点での貴園における下記職員の配置状況等をご記入ください。

(1)配置有無
【(1)で配置「有」と回答した場合のみ回答してください。】

(2)加算の取得状況 (3)対象人員の配置人数

①事務職員
1.有
2.無

事務職員雇上費加算
1.取得している
2.取得していない

人

【留意事項】

公
定
価
格
基
準

　■ 「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について」
　　　（平成28年8月23日府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号。以下「留意事項通知」。）
　　　に基づき必要となる職員数を記入してください。

　■ 「施設長」欄には、所長設置加算が適用されている場合は常勤に「1」、非常勤に「0」を記入してく
　　　ださい。当該加算が適用されない場合は常勤、非常勤ともに「0」を記入してください。

　■ 「保育士」欄には、「常勤」「非常勤」ごとにそれぞれ以下により算出される人数の合計を記入して
　　　ください。

常
勤

(1) 年齢別配置基準により配置される保育士数。ただし、3歳児配置改善加算が適用される施設に
ついては、当該加算の適用に必要な保育士数。

(2) 利用定員が90人以下の施設については「+1」。

(3) 保育標準時間認定を受けた子どもが利用している場合「+1」。ただし、非常勤保育士を
配置する場合は「0」。

(4) 主任保育士専任加算が適用されている場合は「+1」。

非
常
勤

(1) 利用定員が91人以上の施設については「+1」。

(2)
留意事項通知により、非常勤保育士を配置する場合は、平成29年3月1日時点の
「保育標準時間認定の子ども÷利用定員（小数点以下第2位を四捨五入）」。

　■ 「調理員」欄には、定員により以下の数字を記入してください。
　　　定員40名以下：常勤「1」　定員41名～150名：常勤「2」　定員151名以上：常勤「2」非常勤「1」

2.保育士 人 人 人 人

3.調理員 人 人 人 人

公定価格基準 実際の職員配置数

常勤 非常勤 常勤 非常勤

1.施設長 人 人 人 人

問5 平成30年12月1日時点での貴園の職員配置の状況について、常勤換算で人数をご記入下さ
　 　い。なお、職員配置数のご記入に当たっては、回答記入欄の下にある【留意事項】をご確認くだ
　　 さい。

3
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その他職員（看護師、事務職員等）
常勤

非常勤

非常勤

給食関連業務に従事しているもの
（栄養士以外）

常勤

非常勤

非常勤

非常勤

主任保育士 常勤

施設長 常勤

保育士 6 6 6 6 6 6 6 6 6

【記入例】 施設長 1 1 1 1 1 1 1 1 1

④記入対象日における夜間保育所での各役職別の職員について、各時間帯の配置人数を
　※例えば10時00分から59分までのどこかで勤務した職員は、10時から11時までの欄に

7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

0歳児 人

1・2歳児 人

3歳児 人

4・5歳児 人

3歳児 5 人 4 4 5 5 5 5 5 5 4

【記入例】 4、5歳児 10 人 8 8 10 10 10 10 10 10 8

③記入対象日における夜間保育所での各年齢別の利用者数について、入所児童数と
　※例えば10時00分から59分までの利用者は、10時から11時までの欄にご記入ください。
　※利用者数は定期利用者のみを記入し、私的契約等による一時利用者を除いてくださ

入所児童数 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

帳簿（記録）の作成・記入 分

申し送り・引継ぎ 分

会議 分

就寝 分

入浴・シャワー 分

歯磨き 分

夕食 分

分

昼食 分

おやつ・補食 30 分 ◯

【記入例】 昼食 90 分 ◯ ◯

問8 普段の園の1日の様子を教えてください。
　　  ※記入対象日は、誕生会やお遊戯会等のイベント日や、園児の休みが多かったり、職員の予定外
　　　※記入対象日は、原則として、平成30年度から選定してください。ただし、本年度に定員変更をして

①記入対象日をご記入ください。

平成 年 月 日

②記入対象日における、以下の保育業務（準備・片付を含む）を行った時間帯すべてに○を
　※例えば10時00分から59分までに行った業務は、10時から11時までの欄にご記入
　※複数の年齢児に対し、数時間かけて順番に行ったり、別の時間に行う業務は、業務
　※1日の「所要時間合計」は、例えば職員全員参加の会議が1日2回、10時から11時と

所要時間合計 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

Ｂ．保育所の⼀⽇の流れと職員配置

午睡 分

おやつ・補食

保育士
常勤

栄養士
常勤

保育補助者（資格を有していないもの）
常勤

18

18

18

4
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非常勤

常勤 その他職員
（看護師、事務職員等）

常勤 給食関連業務に従事
しているもの（栄養士以外）

常勤

非常勤

非常勤

保育補助者
（資格を有していないもの）

常勤

非常勤

栄養士

保育士
非常勤

施設長

常勤

常勤 主任保育士

3 3

常勤

6 6 6 5 5 3 3 3 3

3時 4時 5時 6時 7時

1 1 1 1 1

0歳児

ご記入ください。
ご記入ください。

19時 20時 21時 22時 23時 24時 1時 2時

3歳児

1・2歳児

4・5歳児

1 1 1 1 1 1

6 5 5 2 2 2 2 2 2

4 3 3 3 3

8 6

帳簿（記録）の作成・記入

各時間帯ごとの実際の利用人数をご記入ください。

い。
19時 20時 21時 22時 23時 24時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時

申し送り・引継ぎ

会議

入浴・シャワー

就寝

歯磨き

夕食

午睡

おやつ・補食

昼食

○

1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時

の欠勤があった日以外で、利用者を平均的な水準で受け入れた任意の1日としてください。
いる場合、定員変更前の「平成29年度」から選定してください。

ご記入いただき、それぞれの保育業務の、1日の所要時間合計の概算をご記入ください。
ください。
を行った時間帯すべてに◯をご記入ください。
18時から19時まで開かれた場合、「会議」業務の所要時間合計として120分とご記入ください。

19時 20時 21時 22時 23時 24時時

時

時

5
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問9 問8でご記入いただく記入対象日の属する1か月間における、延べ利用者数をご記入ください。
　　　なお、延長保育利用者数については、短時間保育利用者の通常保育時間内の延長保育利用を
　　　除いてください。

人/月 人/月

人/月 人/月 人/月

人/月 人/月

0歳児

円

円

イ その他通常保育分等

円

円

4・5歳児

3歳児

②通常保育

1号認定

人/月 人/月 人/月

人/月

円

(1)施設型給付費・委託費収益

ア 基本分単価

ア 延長保育事業分

3号認定
1・2歳児

イ 夜間保育加算分

人/月

1.保育事業収益

円

(3)その他の事業収益(補助金収入・受託事業収入)

ウ その他加算分

円

イ 地方単独事業に係る補助事業

(2)利用者等利用料収益

ア 延長保育事業

円

2.その他の収益(1に該当しないもの)

円

円ウ その他の事業収益

円

③夜間延長保育

C．貴園の収⼊等の状況

問10 平成29年度1年間の事業収入（収益）をご記入ください。

科目
金額

十億 百万 千

人/月

2号認定

人/月

①早朝延長保育

人/月 人/月

円

円

3.事業収入合計(1～2の合計)

円

人/月

人/月

3歳児

4・5歳児

6
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）

回

上記以外の夜間保育固有の経費（1か月合計金額） 円

日中 日

問15 夜間保育で固有に発生する経費（貴園全体）について、ご記入ください。

回

回

1週間の夜間のシャワーの回数(例…6日中4日、5日中5日 等)

円

円

利用者1人に対する1日当たりの食事提供の回数

利用者1人に対する1日当たりの補食提供の回数

利用者1人に対する1日当たりのおやつ提供の回数

おむつ・パンツ代 円

行事代 円

習い事 円

問11 平成29年度1年間における延長保育事業にかかる利用者からの費用(利用料除く)の徴収金額
        をご記入ください。ただし、利用者持参のものは「持参」欄に◯をご記入ください。

区分 徴収額（円） 持参（該当する場合◯）

給食費（＋主食代） 円

問14 各保育業務の実施状況について、ご記入ください。

1人・1日当たりの平均的なミルクの提供回数 回

1人・1日当たりの平均的なおむつの交換回数 回

問13 平成29年度1年間における当該給食関連業務従事者(栄養士含む）の延べ労働時間数
　　　 ・人件費をご記入ください。

給食関連業務従事者（栄養士含む）の延べ労働時間数
時
間

問12 利用者1人に対する、1日当たりの食事・おやつ・補食の標準的な提供回数をご記入ください。

回

その他

1週間の夜間の入浴の回数(例…6日中4日、5日中5日 等) 日中 日

１人・1日当たりの平均的な歯磨きの回数 回

　⇒「上記以外」の主な使途を具体的に（

写真代

哺乳瓶・ミルク代

円

給食関連業務従事者（栄養士含む）の人件費 円

円
平均的な深夜タクシー経費

1月当たりの合計金額

1月当たりの延べ利用回数

7
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8.その他

⇒（具体的に：

⇒（具体的に：5.その他 ） 人

4.ベビーシッターサービスを利用 人

3.夜間帯の放課後児童クラブを利用 人

問18 平成29年度に卒園した利用者の現在の状況について、当てはまるものすべてを選び、把握
　　　 されている限りでの該当人数をご記入ください。
　　　　（把握されていない場合は、該当人数については記入いただかなくて構いません）

人

人

1.私的契約利用者として、貴園にて引き続き受入

2.小学生を対象にしている他の託児所(ベビーホテルを含む)を利用

6.夜間勤務のない雇用区分の設定

7.夜間勤務のみの雇用区分の設定

2.延長保育専従の保育士が勤務している

3.通常保育時間に勤務する職員の超過勤務にて対応

）4.その他

）

①該当す
るもの

②該当
人数

夜間延長早朝延長

1.通常保育時間と合わせてローテーション

問17 平成30年12月1日時点での貴園の延長保育事業における保育士の確保方法
       について、すべてを選んでください。（複数回答可）

★設問は以上です。ご協⼒ありがとうございました★

問19 夜間保育に係るご意見・ご要望がありましたら、ご自由にご記入ください。

D．貴園の運営管理や卒園後の⼦どもの状況等

⇒（具体的に：5.夜間勤務条件の明示
　（夜●時以降の勤務月●時間/回まで等）

4.住宅手当を支給

3.寮や借上住宅を用意

2.夜間勤務手当を支給 ）

問16 貴園では、保育士の確保のために、どのような工夫をしているか、当てはまるものすべてを
　　　 選んでください。(複数回答可)

1.賃金水準（給与・賞与等）を地域相場より高めに設定

）

）

⇒（具体的に：

）

⇒（1人・1月当たりの支給額：

⇒（1人・1月当たりの利用料：

⇒（1人・1月当たりの支給額：

8
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参考資料 2.「夜間保育の運営状況等に関する調査」 単純集計結果 
問 1 ①経営主体 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 1 ②施設種類 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 1 ③設置形態 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 2 ①施設開設時期 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 2 ②夜間保育開始時期 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 3 通常保育開始時間 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 3 通常保育終了時間 
（上段：回答数、下段：%） 

 
  

全体（n数） 都道府県 市区町村 社会福祉法人
社団・財団法

人

58 1 1 55 1

100.0 1.7 1.7 94.8 1.7

全体（n数） 保育所 認定こども園

58 50 8

100.0 86.2 13.8

全体（n数） 単独型 併設型

58 22 36

100.0 37.9 62.1

全体（n数）
昭和56年3月
以前

昭和56年4月
以降平成元年

3月以前

平成元年4月
以降平成15年
3月以前

平成15年4月
以降

58 11 12 16 19

100.0 19.0 20.7 27.6 32.8

全体（n数）
昭和56年3月
以前

昭和56年4月
以降平成元年

3月以前

平成元年4月
以降平成15年
3月以前

平成15年4月
以降

57 5 15 17 20

100.0 8.8 26.3 29.8 35.1

全体（n数） 11時前
11時以降12時
前

12時以降

57 6 48 3

100.0 10.5 84.2 5.3

全体（n数） 22時前
22時以降23時
前

23時以降

57 6 48 3

100.0 10.5 84.2 5.3
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問 3 早朝延長保育開始時間 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 3 早朝延長保育終了時間 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 3 夜間延長保育開始時間 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 3 夜間延長保育終了時間 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 4 認可定員・利用定員 
（上段：平均（人）、下段：回答数） 

 
 

問 5 公定価格基準・実際の職員配置数 
（上段：平均（人）、下段：回答数） 

 
 

全体（n数） 7時前 7時以降8時前 8時以降

53 2 32 19

100.0 3.8 60.4 35.8

全体（n数） 11時前
11時以降12時
前

12時以降

53 5 45 3

100.0 9.4 84.9 5.7

全体（n数） 22時前
22時以降23時
前

23時以降

33 5 26 2

100.0 15.2 78.8 6.1

全体（n数） 24時前
24時以降25時
前

25時以降

33 5 10 18

100.0 15.2 30.3 54.5

平成30年12月1日
平成30年3月1日

（平成30年度中に定員変更を

行っている場合のみ回答）

42.53 75.00

57 1

37.75 50.00

55 1

1.26 7.00

43 1

0.65 3.00

43 1

12.70 14.00

43 1

6.37 7.00

43 1

12.77 14.00

43 1

4.67 5.00

43 1

利用定員

認可定員

（内訳）

年齢別
利用定員数

0歳児

1・2歳児

3歳児

4・5歳児

3歳児

4・5歳児

3号認定

2号認定

1号認定

常勤 非常勤 常勤 非常勤

0.98 0.00 0.98 0.02

54 54 56 56

7.96 0.66 9.07 2.86

48 48 56 56

1.33 0.10 1.55 0.61

48 48 55 55

公定価格基準 実際の職員配置数

調理員

保育士

施設長
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問 6 ①（1）事務職員配置有無 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 6 ①（2）事務職員雇上費加算取得状況 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 6 ①（3）事務職員対象人員の配置人数 

 
 

問 6 ②（1）栄養士配置有無 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 6 ②（2）栄養管理加算取得状況 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 6 ②（3）栄養士対象人員の配置人数 

 
 

問 7 実施している夜間保育以外の子育て支援施策 
（上段：回答数、下段：%） 

 
  

全体（n数） 有 無

57 43 14

100.0 75.4 24.6

全体（n数） 取得している
取得していな

い

42 39 3

100.0 92.9 7.1

全体（n数） 平均（人）

42 1.05

全体（n数） 有 無

57 38 19

100.0 66.7 33.3

全体（n数） 取得している
取得していな

い

37 35 2

100.0 94.6 5.4

全体（n数） 平均（人）

36 1.22

全体（n数）
ショートステ

イ

一時預かり事

業

病児・病後児

保育事業

ファミリー・

サポートセン

ター事業

地域子育て支

援拠点事業

放課後児童ク

ラブ
その他

いずれも未実

施

58 1 28 2 - 11 10 14 17

100.0 1.7 48.3 3.4 - 19.0 17.2 24.1 29.3
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問 8 ①記入対象日 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 8 ②保育業務所要時間・時間帯 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 8 ③入所児童数・各時間帯の利用児童数 
（上段：平均（人）、下段：回答数） 

 
 

問 8 ④各時間帯の職員配置数 
（全体（n 数）：回答数、その他：平均（人）） 

 
 

問 9 早朝延長保育、通常保育、夜間延長保育の延べ利用者数（1 か月） 
（全体（n 数）：回答数、その他：平均（人/月）） 

 
  

全体（n数）
平成30年10月
以前

平成30年11月 平成30年12月 平成31年1月

56 9 6 36 5

100.0 16.1 10.7 64.3 8.9

全体（n数)
所要時間合計
（平均（分））

7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 24時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台

0 0 0 7 43 48 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 13.0 79.6 88.9 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 1 1 3 28 55 47 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 1.8 1.8 5.5 50.9 100.0 85.5 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 3 24 8 0 0 0 8 52 2 1 10 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 5.4 42.9 14.3 0.0 0.0 0.0 14.3 92.9 3.6 1.8 17.9 3.6 5.4 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 23 49 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 5.4 41.1 87.5 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 28 8 0 2 2 2 13 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.2 17.8 0.0 4.4 4.4 4.4 28.9 28.9 11.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 1 1 0 0 3 5 1 5 16 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 12.0 20.0 4.0 20.0 64.0 40.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 17 33 24 22 15 10 3 2 2 2 2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 51.5 100.0 72.7 66.7 45.5 30.3 9.1 6.1 6.1 6.1 6.1

0 0 1 0 0 1 14 20 4 1 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 2.9 41.2 58.8 11.8 2.9 8.8 5.9 5.9 5.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 5 4 5 3 3 13 10 1 9 10 6 12 5 10 3 3 0 0 0 0 0 0 1

4.1 10.2 8.2 10.2 6.1 6.1 26.5 20.4 2.0 18.4 20.4 12.2 24.5 10.2 20.4 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

0 1 2 2 0 6 28 26 7 6 4 4 8 18 17 8 6 5 3 1 0 0 0 0

0.0 2.0 3.9 3.9 0.0 11.8 54.9 51.0 13.7 11.8 7.8 7.8 15.7 35.3 33.3 15.7 11.8 9.8 5.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

帳簿（記録）の作成・

記入

申し送り・引継ぎ

会議

就寝

入浴・シャワー

51

49

34

33

25

23.18

夕食

おやつ・補食

午睡

昼食

45歯磨き

73.63

30.98

70.59

249.39

62.80

66.25

50.18

126.27

73.98

56

56

55

54

入所児童数 7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 24時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台

12.98 1.94 5.57 9.27 11.20 11.31 11.45 11.39 11.79 11.70 11.21 9.93 7.93 6.09 3.91 2.67 2.24 1.90 1.85 1.33 1.00 0.67 0.50 0.40 0.40

56 35 46 51 51 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 55 33 29 20 15 6 6 6 5 5

6.05 1.03 2.07 4.04 5.12 5.35 5.36 5.32 5.55 5.55 5.39 4.91 3.80 2.93 2.09 1.35 1.21 1.03 0.85 0.40 0.33 0.17 0.17 0.20 0.20

56 35 46 51 51 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 55 33 29 20 15 6 6 6 5 5

11.64 1.60 4.04 7.27 9.16 9.87 9.93 9.98 10.25 10.43 10.23 9.11 7.21 5.57 3.68 2.49 2.12 1.55 1.60 1.00 1.17 0.17 0.17 0.00 0.00

56 35 46 51 51 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 55 33 29 20 15 6 6 6 5 5

4.41 0.49 1.30 2.69 3.29 3.65 3.67 3.75 3.89 3.86 3.84 3.50 2.88 2.21 1.54 1.11 1.03 0.86 0.85 0.73 0.67 0.17 0.17 0.00 0.00

56 35 46 51 51 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 55 33 29 20 15 6 6 6 5 5

1・2歳児

0歳児

4・5歳児

3歳児

7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 24時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台

全体（n数) 34 43 48 48 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 32 28 20 15 6 6 6 5 5

施設長 常勤 0.03 0.19 0.52 0.77 0.75 0.83 0.87 0.87 0.85 0.85 0.89 0.79 0.60 0.40 0.26 0.22 0.14 0.15 0.13 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00

主任保育士 常勤 0.15 0.28 0.46 0.60 0.69 0.77 0.83 0.83 0.85 0.79 0.79 0.60 0.55 0.38 0.17 0.16 0.11 0.10 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

常勤 0.82 1.84 2.79 3.79 4.17 4.52 5.42 5.96 6.13 5.57 5.19 4.21 3.47 2.81 2.06 1.72 1.32 1.30 1.27 1.50 1.33 1.33 1.20 1.20

非常勤 0.32 0.74 1.54 1.79 1.73 1.71 1.55 1.51 1.38 1.17 0.96 0.85 0.62 0.58 0.53 0.56 0.50 0.40 0.40 0.33 0.33 0.33 0.40 0.40

常勤 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.08 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

非常勤 0.32 0.35 0.35 0.23 0.23 0.23 0.17 0.19 0.19 0.32 0.51 0.51 0.38 0.28 0.21 0.13 0.14 0.20 0.20 0.33 0.17 0.17 0.20 0.20

常勤 0.06 0.47 0.56 0.69 0.73 0.75 0.75 0.75 0.75 0.66 0.47 0.34 0.19 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

非常勤 0.00 0.02 0.13 0.13 0.12 0.13 0.11 0.11 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

常勤 0.03 0.26 0.44 0.54 0.67 0.71 0.77 0.79 0.81 0.79 0.62 0.45 0.30 0.11 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

非常勤 0.00 0.28 0.40 0.44 0.44 0.40 0.34 0.28 0.28 0.26 0.26 0.25 0.19 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

常勤 0.06 0.26 0.56 0.71 0.67 0.69 0.70 0.70 0.70 0.68 0.64 0.32 0.17 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

非常勤 0.00 0.12 0.21 0.25 0.23 0.23 0.23 0.19 0.19 0.13 0.11 0.09 0.09 0.04 0.02 0.03 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他職員（看護師、事務職員等）

保育士

保育補助者

（資格を有していないもの）

栄養士

給食関連業務に従事しているもの

（栄養士以外）

①早朝延長保育 ②通常保育 ③夜間延長保育

50 52 31

4・5歳児 13.78 17.63 1.29

3歳児 4.80 8.42 1.23

4・5歳児 169.98 232.13 52.97

3歳児 78.42 112.81 26.23

1・2歳児 145.14 212.65 46.94

0歳児 49.64 81.23 19.71

全体（n数）

1号認定

2号認定

3号認定
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問 10 平成 29 年度 1 年間の事業収入（収益） 
（上段：平均（円）、下段：回答数） 

 
 

問 11 平成 29 年度 1 年間における延長保育事業にかかる利用者からの徴収金額 
（上段：平均（円）、下段：回答数） 

 
 

問 11 平成 29 年度 1 年間における延長保育事業にかかる利用者持参 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 12 利用者 1 人に対する 1 日当たりの食事提供回数 

 
  

金額

93,506,766.22

51

73,056,271.80

51

49,491,440.30

44

6,919,687.61

44

13,902,456.23

44

2,110,160.39

51

1,018,272.07

46

1,017,097.96

46

18,340,334.02

51

5,421,349.52

44

7,361,187.61

44

2,773,775.89

44

552,028.16

51

94,058,794.37

51

科目

イ　地方単独事業に係る補助事業

ア　延長保育事業分

（3）その他の事業収益（補助金収入・受託事業収入）

2.その他の収益（1に該当しないもの）

1.保育事業収益

ウ　その他加算分

イ　夜間保育加算分

ア　基本分単価

（1）施設型給付費・委託費収益

3.事業収入合計（1～2の合計）

イ　その他通常保育分等

ア　延長保育事業分

（2）利用者等利用料収益

ウ　その他の事業収益

区分 徴収額

259,282.96

49

0.00

48

1,630.00

48

7,239.04

48

9,431.31

48

16,848.33

48

35,403.02

48

おむつ・パンツ代

哺乳瓶・ミルク代

給食費（＋主食代）

その他

習い事

行事代

写真代

全体（n数）
給食費（＋主

食代）

哺乳瓶・ミル

ク代

おむつ・パン

ツ代

24 3 5 24

100.0 12.5 20.8 100.0

全体（n数） 平均（回）

58 1.90
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問 12 利用者 1 人に対する 1 日当たりのおやつ提供回数 

 
 

問 12 利用者 1 人に対する 1 日当たりの補食提供回数 

 
 

問 13 平成 29 年度 1 年間における給食関連業務従事者（栄養士含む）の延べ労働時間数 

 
 

問 13 平成 29 年度 1 年間における給食関連業務従事者（栄養士含む）の人件費 

 
 

問 14 1 人・1 日当たりの平均的なミルクの提供回数 

  
（注）年齢別利用定員が不明の施設は除外。 
 

問 14 1 人・1 日当たりの平均的なおむつの交換回数 

 
（注）年齢別利用定員が不明の施設は除外。 
 

問 14 1 週間の入浴回数（夏期のみ実施含む） 
（上段：回答数、下段：%） 

 
（注）1 週間の夜間の入浴・シャワーを実施している施設のみ。 
 

問 14 1 週間の入浴回数（夏期のみ実施除く） 
（上段：回答数、下段：%） 

 
（注）1 週間の夜間の入浴・シャワーを実施している施設のみ。 
 

問 14 1 週間のシャワー回数（夏期のみ実施含む） 
（上段：回答数、下段：%） 

 
（注）1 週間の夜間の入浴・シャワーを実施している施設のみ。 
 

問 14 1 週間のシャワー回数（夏期のみ実施除く） 
（上段：回答数、下段：%） 

 
（注）1 週間の夜間の入浴・シャワーを実施している施設のみ。 
 

全体（n数） 平均（回）

58 1.45

全体（n数） 平均（回）

58 0.41

全体（n数） 平均（時間）

47 3,645.18

全体（n数） 平均（円）

48 6,080,059.90

全体（n数） 平均（回）

40 3.23

全体（n数） 平均（回）

40 6.40

全体（n数） 週半分以下
週半分超（毎

日ではない）
毎日

20 9 3 8

100.0 45.0 15.0 40.0

全体（n数） 週半分以下
週半分超（毎

日ではない）
毎日

18 7 3 8

100.0 38.9 16.7 44.4

全体（n数） 週半分以下
週半分超（毎

日ではない）
毎日

17 6 1 10

100.0 35.3 5.9 58.8

全体（n数） 週半分以下
週半分超（毎

日ではない）
毎日

13 5 - 8

100.0 38.5 - 61.5



67 
 

問 14 1 人・1 日当たりの平均的な歯磨きの回数 

 
（注）歯磨きを実施している施設のみ。 
 

問 15 夜間保育で固有に発生する経費 深夜タクシー1 月当たりの延べ利用回数 

 
（注）深夜 24 時以降に開所しており、深夜タクシーを利用している施設のみ。 
 

問 15 夜間保育で固有に発生する経費 深夜タクシー1 月当たりの合計金額 

 
（注）深夜 24 時以降に開所しており、深夜タクシーを利用している施設のみ。 
 

問 15 夜間保育で固有に発生する経費 上記以外の夜間保育固有の経費（1 か月合計金額） 

 
（注）夜間保育で固有に発生する経費有の施設のみ。 
 

問 16 保育士確保のための工夫 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 17 延長保育事業における保育士の確保方法 
（上段：回答数、下段：%） 

 
 

問 18 平成 29 年度に卒園した利用者の現在の状況・該当人数 
（現在の状況 上段：回答数、下段：%／該当人数 上段：平均（人）、下段：回答数） 

 
（注）該当人数は人数を把握している施設のみ。 

全体（n数） 平均（回）

46 1.65

全体（n数） 平均（回）

4 44.00

全体（n数） 平均（回）

4 75,780.00

全体（n数） 平均（回）

13 339,820.15

全体（n数）

賃金水準（給

与・賞与等）

を地域相場よ

り高めに設定

夜間勤務手当

を支給

寮や借上住宅

を用意

住宅手当を支

給

夜間勤務条件

の明示

夜間勤務のな

い雇用区分の

設定

夜間勤務のみ

の雇用区分の

設定

その他

53 21 43 10 40 15 23 24 10

100.0 39.6 81.1 18.9 75.5 28.3 43.4 45.3 18.9

全体（n数）

通常保育時間

と合わせて

ローテーショ

ン

延長保育専従

の保育士が勤

務している

通常保育時間

に勤務する職

員の超過勤務

にて対応

その他

51 43 19 8 8

100.0 84.3 37.3 15.7 15.7

33 23 19 11 2

100.0 69.7 57.6 33.3 6.1
夜間延長保育

早朝延長保育

全体（n数）

私的契約利用

者として、貴

園にて引き続
き受入

小学生を対象

にしている他

の託児所（ベ
ビーホテルを

含む）を利用

夜間帯の放課

後児童クラブ
を利用

ベビーシッ

ターサービス
を利用

その他

35 5 2 15 3 16

100.0 14.3 5.7 42.9 8.6 45.7

2.33 - 6.09 1.00 3.86

3 - 11 3 14
該当人数

現在の状況
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参考資料 ３.夜間保育所における 1 ⽇の流れ（モデルケース） 

モデル１：利⽤定員規模が標準的な保育所の例 

利⽤定員 30 人規模 施設種類 保育所 設置形態 併設型 

開所時間 
早朝延長・夜間延長保育時間を含む総開所時間 19 時間 

（早朝延長保育 7:00～11:00、通常保育 11:00～22:00、夜間延長保育 22:00～26:00） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 二重線で囲われている時間帯が延長保育を含めた開所時間帯である 

保育所の⼀⽇の流れと職員配置〜普段の園の1⽇の様⼦〜

　保育業務（準備・片付を含む）の所要時間と時間帯

所要時間合計 7時 8時 9時 10時 11時

昼食 90 分

1812時 13時 14時 15時 16時 17時

午睡 150 分

おやつ・補食 60 分

夕食 150 分

歯磨き 30 分

入浴・シャワー 分

就寝 360 分

会議 分

申し送り・引継ぎ 30 分

帳簿（記録）の作成・記入 180 分

14時 15時 16時 17時

　各年齢別の入所児童数と各時間帯ごとの実際の利用人数

入所児童数 7時 8時 9時 10時 11時

4・5歳児 10 人 2 7 8 8 9

1812時 13時

3歳児 2 人 1 2 2 2 2

9 9 9

2 2 2 2 2 2

9 9 9

10 10 10 71・2歳児 12 人 1 4 6 6 9

0歳児 6 人 0 0 1 1 4

9 9

5 5 5 5 5 5

13時 14時 15時 16時 17時 18

　各時間帯における各役職別の職員配置人数（併設園の職員は含まない）

7時 8時 9時 10時 11時 12時

1施設長 常勤 0 0 0 1 1 1 1

主任保育士 常勤 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

5 5
保育士

常勤 0 0 0 1 2 2 5

非常勤 0 0 0 2 2 2 2 2

5 5

保育補助者（資格を有していないもの）
常勤 0 0 0

1 1 1

非常勤 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0

栄養士
常勤 0 0 0 0 0

00 0

非常勤 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0給食関連業務に従事しているもの
（栄養士以外）

常勤 0 0 0 0 0 0 0

非常勤 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

その他職員（看護師、事務職員等）
常勤 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

非常勤 0 0 0 0

0 00 0

00 0 0 0 0 0
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7時24時 1時 2時 3時 4時 5時8時 19時 20時 21時 22時 23時 6時

昼食

午睡

おやつ・補食

夕食

歯磨き

入浴・シャワー

就寝

会議

申し送り・引継ぎ

帳簿（記録）の作成・記入

6時 7時24時 1時 2時 3時 4時 5時8時 19時 20時 21時 22時 23時

4・5歳児0 06 5 4 2 0 0

0 0 3歳児0 01 0 0 0

1・2歳児1 05 4 1 1 1 1

3 2 2 2 1

24時8時

0歳児1 14

1 1

7時1時 2時 3時 4時 5時 6時19時 20時 21時 22時 23時

0 01 1

施設長常勤0 0 0 0 0 0

5 4

主任保育士常勤0 0 0 0

保育士
常勤3 3 2 0 0 0

非常勤1 2 2 2 2 21 1 1

0 0 0 00 0 0 0 常勤 保育補助者
（資格を有していないもの）非常勤0 0 01 1 1 1 0

常勤
栄養士

0 00 0 0 0 0 0

0 00

0 0

非常勤00 0 0 0

給食関連業務に従事
しているもの（栄養士以外）

常勤0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 非常勤0

常勤 その他職員
（看護師、事務職員等）

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 非常勤0 0 0
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モデル 2：利⽤定員規模が⼤きな保育所の例 

利⽤定員 80 人規模 施設種類 保育所 設置形態 併設型 

開所時間 
早朝延長・夜間延長保育時間を含む総開所時間 19 時間 

（早朝延長保育 7:00～11:00、通常保育 11:00～22:00、夜間延長保育 22:00～26:00） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 二重線で囲われている時間帯が延長保育を含めた開所時間帯である 
 

  

保育所の⼀⽇の流れと職員配置〜普段の園の1⽇の様⼦〜

　保育業務（準備・片付を含む）の所要時間と時間帯

所要時間合計 7時 8時 9時 10時 11時

昼食 90 分

1812時 13時 14時 15時 16時 17時

午睡 150 分

おやつ・補食 30 分

夕食 90 分

歯磨き 20 分

入浴・シャワー 分

就寝 360 分

会議 分

申し送り・引継ぎ 40 分

帳簿（記録）の作成・記入 120 分

14時 15時 16時 17時

　各年齢別の入所児童数と各時間帯ごとの実際の利用人数

入所児童数 7時 8時 9時 10時 11時

4・5歳児 35 人 3 10 28 31 31

1812時 13時

3歳児 17 人 1 2 11 14 15

31 31 31

15 15 15 15 14 14

31 28 27

25 25 22 221・2歳児 27 人 2 7 21 25 25

0歳児 12 人 1 1 7 9 10

25 25

10 10 10 10 10 10

13時 14時 15時 16時 17時 18

　各時間帯における各役職別の職員配置人数（併設園の職員は含まない）

7時 8時 9時 10時 11時 12時

1施設長 常勤 0 0 0 0 0 0 1

主任保育士 常勤 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

14 16
保育士

常勤 1 2 5 11 14 15 15

非常勤 1 1 3 3 3 3 3 3

15 15

保育補助者（資格を有していないもの）
常勤 0 0 0

3 2 0

非常勤 0 0 1 1

0 00 0 0 0 0 0

1 1 1 3

栄養士
常勤 0 0 0 0 0

21 1

非常勤 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

1 0給食関連業務に従事しているもの
（栄養士以外）

常勤 0 1 1 1 1 1 1

非常勤 0 0 3 3 4 4 4 1

1 1

その他職員（看護師、事務職員等）
常勤 0 1 1

1 1 1

1 1 1 1

非常勤 0 0 0 1

1 11 1

11 1 1 1 1 1
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7時24時 1時 2時 3時 4時 5時時 19時 20時 21時 22時 23時 6時

昼食

午睡

おやつ・補食

夕食

歯磨き

入浴・シャワー

就寝

会議

申し送り・引継ぎ

帳簿（記録）の作成・記入

6時 7時24時 1時 2時 3時 4時 5時時 19時 20時 21時 22時 23時

4・5歳児2 221 19 7 5 3 3

1 0 3歳児0 08 3 3 1

1・2歳児3 322 17 8 5 3 3

5 3 3 2 2

24時時

0歳児2 210

1 1

7時1時 2時 3時 4時 5時 6時19時 20時 21時 22時 23時

0 00 0

施設長常勤1 1 0 0 0 0

12 12

主任保育士常勤0 0 0 0

保育士
常勤6 3 2 2 2 2

非常勤0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 00 0 0 0 常勤 保育補助者
（資格を有していないもの）非常勤0 0 02 2 0 0 0

常勤
栄養士

0 00 0 0 0 0 0

0 00

0 0

非常勤00 0 0 0

給食関連業務に従事
しているもの（栄養士以外）

常勤0 0 0 0 0 0

0 0 0 01 1 0 非常勤0

常勤 その他職員
（看護師、事務職員等）

0 0 0 00 0 0 0

1 1 0 0 0 非常勤0 0 0
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モデル 3：利⽤定員規模が⼤きな保育所（24 時間保育）の例 

利⽤定員 80 人規模 施設種類 保育所 設置形態 併設型 

開所時間 
早朝延長・夜間延長保育時間を含む総開所時間 24 時間 

（早朝延長保育 7:00～11:00、通常保育 11:00～22:00、夜間延長保育 22:00～31:00） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 二重線で囲われている時間帯が延長保育を含めた開所時間帯である 
 

  

保育所の⼀⽇の流れと職員配置〜普段の園の1⽇の様⼦〜

　保育業務（準備・片付を含む）の所要時間と時間帯

所要時間合計 7時 8時 9時 10時 11時

昼食 40 分

1812時 13時 14時 15時 16時 17時

午睡 120 分

おやつ・補食 30 分

夕食 40 分

歯磨き 15 分

入浴・シャワー 60 分

就寝 660 分

会議 60 分

申し送り・引継ぎ 180 分

帳簿（記録）の作成・記入 240 分

14時 15時 16時 17時

　各年齢別の入所児童数と各時間帯ごとの実際の利用人数

入所児童数 7時 8時 9時 10時 11時

4・5歳児 29 人 2 8 10 25 27

1812時 13時

3歳児 13 人 0 0 4 12 13

27 27 27

13 13 13 13 13 11

27 25 26

25 27 25 251・2歳児 30 人 3 6 6 16 25

0歳児 15 人 0 2 10 11 11

25 25

12 12 14 15 15 15

13時 14時 15時 16時 17時 18

　各時間帯における各役職別の職員配置人数（併設園の職員は含まない）

7時 8時 9時 10時 11時 12時

1施設長 常勤 0 0 0 1 1 1 1

主任保育士 常勤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

1 1 1

18 17
保育士

常勤 4 4 5 11 14 14 18

非常勤 0 0 0 0 0 0 0 0

19 21

保育補助者（資格を有していないもの）
常勤 0 0 1

0 0 0

非常勤 0 0 0 0

3 32 3 3 3 3 3

0 0 0 0

栄養士
常勤 1 2 2 2 3

00 0

非常勤 0 0 0 0 0 0

3 3 3

0 0 0 0 0

3 2 1

2 2給食関連業務に従事しているもの
（栄養士以外）

常勤 0 0 1 2 2 2 2

非常勤 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2

その他職員（看護師、事務職員等）
常勤 1 0 3

0 0 0

6 6 6 6

非常勤 0 0 0 0

5 56 6

00 0 0 0 0 0
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7時24時 1時 2時 3時 4時 5時時 19時 20時 21時 22時 23時 6時

昼食

午睡

おやつ・補食

夕食

歯磨き

入浴・シャワー

就寝

会議

申し送り・引継ぎ

帳簿（記録）の作成・記入

6時 7時24時 1時 2時 3時 4時 5時時 19時 20時 21時 22時 23時

4・5歳児4 3 2 2 2 219 14 12 11 10 5

5 2

2

0 3歳児1 1 1 0 0 010 8 7 6

0 1・2歳児4 3 2 0 0 019 15 14 13 9 5

11 6 5 4 3

24時時

0 0歳児2 0 0 0 0 014

1 0

7時1時 2時 3時 4時 5時 6時19時 20時 21時 22時 23時

0 00 0

施設長0 0 0 0 0 常勤0 0 0 0 0 0

16 13

主任保育士0 0 0 0 0 常勤0 0 0 0

保育士
4 4 4 4 4 常勤10 8 4 4 4 4

0 0 0 0 非常勤0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 02 1 1 1 0 0 0 常勤 保育補助者
（資格を有していないもの）

0 0

0 0 非常勤0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

常勤
栄養士

0 0 0 0 0 01 1 1 0 0 0

0 00

0

1 1

非常勤0 0 0 0 0 00 0 0 0

給食関連業務に従事
しているもの（栄養士以外）

0 0 0 0 0 常勤0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 非常勤0 0

0 0 0 常勤 その他職員
（看護師、事務職員等）

0 0 0 0 0 03 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 非常勤0 0 0 0 0 0



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚⽣労働省 平成 30 年度⼦ども・⼦育て⽀援推進調査研究事業報告書 

夜間保育の運営状況等に関する調査研究 

 

平成 31 年３⽉ 

みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部 

〒101-8443 東京都千代田区神田錦町２-３ 

電話：03-5281-5275 


